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1
「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」
の
分
析
を
中
心
に
し
て
i

ロ禾

岡

俊

昭

　
【
要
約
冒
　
小
稿
は
、
天
正
宋
期
の
毛
利
茂
の
領
国
支
配
の
進
麗
状
況
と
、
家
臣
団
の
構
成
・
活
用
の
実
態
を
、
「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」
の
分
析
を

通
し
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
名
領
主
権
確
立
の
方
向
が
、
領
国
内
の
中
世
的
な
爽
雑
権
力
を
排
除
し
て
、
領
国
の
一
円
化
を
屋
鮨

し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
在
地
性
の
極
め
て
強
い
上
級
家
廊
下
の
知
行
形
態
が
、
安
堵
知
行
か
ら
宛
行
知
行
へ
と
変
質
し
、

新
恩
給
知
に
よ
る
分
散
的
な
入
組
支
配
に
変
っ
て
、
漸
次
そ
の
特
権
が
否
定
さ
れ
て
い
く
過
程
が
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程
で
旧
族
土
豪
の

在
地
性
が
否
定
さ
れ
て
、
領
国
一
円
に
大
名
領
主
権
が
滲
透
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
毛
利
氏
の
領
国
化
の
傾
向
は
、
安
芸
・
備
後
、
周
防
・
長
門
、
石

晃
・
出
雲
・
隠
岐
、
伯
誓
、
備
中
の
順
を
以
て
進
み
、
天
正
一
六
年
以
降
に
領
国
全
域
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
惣
國
検
地
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
天
正

一
九
年
三
月
に
蟄
臣
氏
よ
り
八
か
国
一
一
二
万
石
を
安
堵
さ
れ
、
最
終
的
に
領
国
の
境
界
が
確
定
す
る
に
お
よ
ん
で
略
々
成
立
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
林
　
四
九
巻
六
号
　
　
一
九
六
六
年
｝
｝
月
’

領
安
堵
形
式
を
主
体
と
す
る
知
行
形
態
を
漸
次
否
定
さ
れ
て
安
堵
知
行
か
ら

は
　
じ
　
め
　
に

　
大
名
領
主
権
確
立
の
方
向
が
、
領
国
内
の
中
世
的
な
來
雑
権
力
を
排
除
し

て
領
国
の
一
円
支
配
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た

め
に
は
、
在
地
性
の
極
め
て
強
い
土
豪
的
系
譜
を
も
つ
上
級
家
臣
団
が
、
本

宛
行
知
行
へ
と
変
質
し
、
新
懇
給
知
に
よ
る
分
散
的
な
入
紐
支
配
へ
と
給
与

形
態
の
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
盗
聞
勢
力
が
排
除
さ
れ
て
い
く
過
程
が
究

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
家
距
団
の
知
行
形
態
が
安

堵
知
行
か
ら
宛
行
知
行
へ
と
変
質
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と



天正宋期毛利氏の領国支配の進展と家臣団の構戒（利岡）

は
、
大
名
領
主
権
の
進
展
状
況
を
み
て
い
く
上
で
｝
つ
の
指
標
に
な
り
得
よ

う
。
こ
の
過
程
で
、
旧
臣
土
簸
の
在
地
性
が
否
定
さ
れ
、
領
国
一
円
に
大
名

領
主
権
が
滲
透
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
毛
利
疵
の
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に

進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
毛
利
氏
の
領
主
権
が
強
化
さ
れ
、
そ
の
権
力
が
領
国
一
円
に
滲
透
し
て
く

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
天
正
五
～
一
〇
年
の
中
国
役
の
結
果
東
進
敷
策
が
阻

止
さ
れ
、
一
三
年
に
秀
吉
と
の
聞
に
領
国
協
定
が
成
立
し
、
以
後
豊
臣
政
権

下
に
入
っ
て
領
国
支
配
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
支
配
体
制
が
領
国

拡
張
策
に
伴
な
う
軍
喜
的
支
配
か
ら
政
治
的
支
配
に
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
毛
利
疑
の
領
国
化
の
傾
向
は
、
安
叢
・
備
後
、
周
防
・
長
門
、
石
晃
・
出

雲
・
隠
岐
、
伯
醤
、
備
中
の
順
を
以
て
進
み
、
天
正
一
六
年
以
降
領
国
全
域

に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
竿
縁
検
地
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
天
正
一
九
年
に

豊
臣
氏
よ
り
八
箇
國
一
｝
二
万
石
の
所
領
が
安
堵
さ
れ
、
最
終
的
に
領
國
の

境
界
が
確
定
す
る
に
お
よ
ん
で
眈
々
成
立
し
た
。

　
戦
羅
期
の
毛
利
氏
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
先
学
の
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果

　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
戦
後
に
な
っ
て
河
合
正
治
・
後
藤
陽
一
・
松

　
　
④
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
⑥

岡
久
入
・
村
田
修
三
・
藤
木
久
志
氏
な
ど
に
よ
っ
て
一
層
推
し
進
め
ら
れ
て

き
た
が
、
天
正
末
期
以
降
の
近
世
大
名
化
の
過
程
に
つ
い
て
は
二
二
鳳
の
論

⑦
文
が
み
ら
れ
る
の
み
で
、
ま
だ
充
分
な
成
果
を
あ
げ
る
に
盃
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
小
稿
で
は
こ
れ
ら
の
成
果
に
導
か
れ
つ
つ
、
「
八
箇
国
御
時
代
分
限

　
⑧

帳
」
を
分
析
の
素
材
と
し
て
、
天
正
末
期
の
家
臣
団
の
構
成
・
活
用
と
領
国

支
配
政
策
の
関
係
を
知
行
制
の
酒
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
①
渡
辺
世
祐
編
『
毛
利
元
就
卿
償
撫
上
、
瀬
川
秀
雄
『
毛
利
元
就
ヤ
『
吉
頬
元
春
』
、

　
　
及
川
儀
右
衛
門
『
毛
利
元
就
』
、
頬
上
多
助
『
小
早
川
隆
景
』
、
野
村
署
域
「
毛
利

　
　
輝
元
の
広
島
築
誠
」
（
『
歴
史
地
理
』
七
｛
二
の
五
）
な
ど
。
そ
の
他
に
稿
本
で
は
あ

　
　
る
が
、
三
葉
伝
編
纂
所
の
毛
利
元
就
・
隆
元
・
輝
元
、
吉
川
元
春
二
兀
長
、
小
早

　
　
…
用
隆
崇
の
伝
記
及
び
闘
係
史
料
が
山
嵐
県
文
書
館
｝
に
保
轟
仔
さ
れ
て
い
る
。

　
②
「
戦
国
大
名
と
し
て
の
毛
利
氏
の
性
格
」
（
『
史
学
研
究
』
五
四
）
、
「
城
下
町

　
　
成
立
の
問
題
一
広
島
を
中
心
と
し
て
…
」
　
（
『
大
名
領
国
と
城
下
町
』
）
、
「
毛
利
馬

　
　
の
広
島
湾
島
進
達
」
・
「
広
島
築
城
と
城
下
町
の
成
立
」
（
『
新
修
広
島
市
史
』
第
二

　
　
巻
）
、
　
『
安
国
寺
恵
麹
』
。

　
③
「
封
建
権
力
と
村
落
構
成
」
（
『
封
建
領
蓋
制
の
確
立
～
太
閤
検
地
を
め
ぐ
る
諸

　
　
問
題
一
』
）
。

　
④
「
戦
国
期
大
内
・
毛
利
荷
残
の
知
行
制
の
進
展
」
（
『
史
学
研
究
』
八
二
）
。

　
⑥
「
戦
士
大
名
毛
利
氏
の
権
力
構
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
七
三
）
。

　
⑥
「
大
名
領
国
の
経
済
構
造
』
（
『
二
本
経
済
史
大
系
』
二
）
。

　
⑦
森
田
良
吉
「
萩
藩
財
政
成
立
過
程
の
諸
問
題
」
（
『
山
翔
県
地
方
史
研
究
』
一
〇
）
、

　
　
拙
稿
「
毛
利
氏
の
領
国
支
配
と
兵
農
分
離
の
進
展
状
況
に
つ
い
て
」
（
『
山
口
県
地

　
　
方
史
研
究
』
八
）
・
「
長
州
藩
に
於
け
る
近
世
大
名
領
の
成
立
－
藩
権
力
の
強
化
と

　
　
二
軍
賦
一
洗
の
問
題
を
中
心
に
し
て
一
」
　
（
『
地
方
史
研
究
駈
六
八
・
六
九
）
。

　
⑧
山
口
県
文
書
三
蔵
「
癌
利
家
文
庫
」
九
冊
。
な
お
、
成
立
事
情
お
よ
び
構
成
内

　
　
容
に
つ
い
て
の
検
討
は
後
述
。
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毛
利
氏
の
中
国
統
一
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
凡
そ
次
の
四
段
階
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、

　
ω
元
就
が
宗
家
を
相
続
し
た
大
永
三
年
か
ら
天
文
二
三
年
ま
で
の
安
芸
・

　
　
備
後
両
国
を
統
一
し
た
段
階

　
②
弘
治
元
～
三
年
の
周
防
・
長
門
両
国
の
統
一
を
完
了
し
た
段
階

　
③
弘
治
三
～
永
禄
九
年
ま
で
の
石
見
・
出
雲
統
一
の
段
階

　
ω
元
亀
～
天
正
年
記
に
か
け
て
の
備
中
・
備
前
な
ど
の
山
陽
路
及
び
伯
誓
・

　
　
但
馬
の
山
陰
方
士
を
領
国
化
し
た
段
階

　
さ
ら
に
、
一
縫
は
筑
前
・
豊
前
・
讃
岐
・
伊
予
と
九
州
・
四
国
の
一
部
に

ま
で
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
く
が
、
こ
れ
ら
の
諸
地
域
に
は
厳
密
な
意
昧
で
の

領
国
支
配
が
成
立
し
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
後
天
正
五
～
一
〇
年
の
中
国

役
の
結
果
、
毛
利
氏
の
菓
進
政
策
は
秀
吉
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
、
一
三
年
に

秀
吉
と
の
聞
に
領
国
協
定
が
成
立
し
、
以
後
領
内
整
備
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に

　
　
　
　
④

な
っ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
一
五
年
に
領
域
が
略
々
確
定
し
、
一
九
年
に
至

っ
て
安
芸
・
備
後
、
周
防
・
長
門
、
石
見
・
出
雲
・
隠
岐
の
七
か
国
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

備
中
半
国
・
伯
老
繍
三
郡
の
八
か
国
一
一
二
万
石
に
最
終
的
な
決
定
を
み
る
。

　
毛
利
氏
の
勢
力
圏
の
拡
大
と
領
国
統
一
の
過
程
で
最
も
留
意
さ
れ
た
の
が

象
匝
鑓
の
編
成
・
強
化
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
既
に
豊
元
～
興
元
時
代
か
ら
庶
家
の
家
距
化
と
譜
代
鷹
臣
団
の
形
成
が
進

③み
、
元
就
の
蒔
代
に
な
っ
て
内
部
の
結
束
を
間
め
て
芸
備
統
一
事
業
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

外
部
へ
の
侵
攻
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
外
部
へ
の
進
出
が
開
始
さ
れ
る

と
、
服
属
さ
せ
た
近
隣
の
諸
豪
族
を
如
何
に
掌
握
し
、
慮
己
の
家
臣
団
に
編

成
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
薪
ら
た
に
生
じ
て
く
る
。

　
毛
利
氏
の
家
臣
団
編
成
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
既
に
河
合
氏
が
指
摘
さ
れ

た
よ
う
に
、
そ
の
創
鵬
形
態
に
よ
っ
て
、
庶
家
・
譜
代
・
撰
衆
・
外
様
の
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
特
徴
を
要
約
す
る
と
、

　
ω
毛
利
氏
が
戦
国
大
名
化
す
る
以
前
か
ら
蝦
属
し
、
ま
と
ま
り
を
み
せ
て

　
　
い
た
の
は
庶
家
・
譜
代
で
あ
り
、
国
衆
は
戦
国
大
名
化
し
て
い
く
過
程

　
　
で
、
外
様
は
戦
国
大
名
化
し
て
か
ら
服
属
さ
せ
、
家
臣
醐
と
し
て
編
成

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
②
こ
の
う
ち
、
庶
家
は
元
就
時
代
に
は
殆
ん
ど
衰
退
し
て
譜
代
化
し
て
し

　
　
ま
い
、
こ
の
時
点
で
注
目
さ
れ
る
の
ぱ
福
原
氏
の
み
で
あ
り
、
そ
の
福

　
　
丁
張
も
譜
代
的
性
格
を
濃
く
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
庶
家
と
し
て

　
　
の
分
類
は
形
骸
化
し
て
し
ま
い
、
元
就
時
代
に
創
出
さ
れ
た
一
族
が
一

　
　
門
と
し
て
こ
れ
に
代
っ
た
。

　
㈲
家
臣
団
と
し
て
の
把
握
に
成
功
し
た
の
は
譜
代
お
よ
び
外
様
家
臣
団
で

　
　
あ
っ
た
。

　
ω
国
衆
の
掌
握
は
不
充
分
で
あ
り
、
統
制
に
苦
慮
し
て
妥
協
す
る
面
が
多
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く
、
そ
の
解
決
は
防
長
移
封
後
に
ま
で
も
ち
こ
さ
れ
た
。

な
ど
の
諸
点
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
換
言
す
る
と
、
ω
毛
利
氏
の
家
距
団
編
成

の
第
一
期
は
元
就
の
宗
家
栢
続
か
ら
天
文
一
九
年
七
月
の
井
上
良
説
一
族
謙

　
　
⑦

伐
察
件
に
い
た
る
時
期
で
あ
り
、
こ
の
事
件
を
契
機
と
し
て
主
君
の
家
臣
に
、

対
す
る
絶
対
権
が
確
立
し
、
同
時
に
譜
代
・
国
衆
の
結
束
が
固
ま
っ
て
、
以

後
の
外
部
へ
の
侵
攻
を
可
能
に
し
た
こ
と
、
②
第
二
期
は
弘
治
元
年
以
降
の

大
内
・
尼
子
系
蒙
臣
の
掌
握
で
あ
り
、
こ
れ
は
順
調
に
進
ん
だ
こ
と
、
の
二

点
で
あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
、
譜
代
家
臣
の
絶
握
の
成
功
と
強
化
に
よ
っ
て
中
核
家
臣
団
を
形

成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
園
衆
・
外
様
な
ど
の
新
ら
た
に
服
属
し
た
家
匝
を
牽

制
し
、
そ
の
離
叛
を
防
ぐ
と
共
に
、
彼
ら
の
勢
力
を
殺
い
で
い
く
と
い
う
方

針
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
譜
代
家
臣
団
編
成
の
成
功
が
、
軍
畜
的
側
面

か
ら
毛
利
氏
の
戦
國
大
名
化
を
必
然
た
ら
し
め
、
延
い
て
は
近
世
大
名
へ
の

昇
化
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
毛
利
氏
の
家
臣
団
の
編
成
過
程
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
次

に
具
体
的
に
そ
の
構
成
状
況
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

①
毛
利
家
文
書
八
五
九
～
八
六
二
・
九
五
五
・
九
八
○
～
九
八
一
、
小
早
川
家
団

　
書
二
七
六
・
二
七
八
・
四
三
一
。
な
お
、
中
出
役
後
の
領
國
確
定
の
交
渉
過
程
に

　
つ
い
て
は
、
河
合
正
治
『
安
濁
寺
葱
環
隠
に
詳
し
い
。

②
　
毛
利
家
文
書
九
葺
六
・
九
五
七
。

③
河
合
正
治
「
戦
国
大
名
と
し
て
の
毛
利
氏
の
性
格
」
（
『
史
学
研
究
賑
五
四
）
。

④
　
芸
備
統
一
事
業
と
周
辺
禦
族
の
服
属
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
世
祐
・
瀬

　
川
秀
雄
・
及
灘
儀
右
衛
門
前
掲
書
参
照
。

⑤
「
戦
岡
大
名
と
し
て
の
毛
利
氏
の
盤
格
」
（
『
史
学
研
究
』
五
四
）
。
河
含
氏
の

　
分
類
方
法
に
は
基
本
的
に
は
賛
成
す
る
が
、
國
衆
・
外
様
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　
具
体
的
な
分
類
方
法
に
不
明
な
点
が
あ
る
の
で
、
次
節
以
下
の
分
類
に
次
の
よ
う

　
な
操
作
を
お
こ
な
っ
た
。

　
　
ω
国
衆
を
芸
備
爾
圏
の
士
の
み
に
と
ど
め
ず
、
毛
利
琉
の
支
配
が
比
較
的
及
ば

　
　
　
な
か
っ
た
備
中
・
伯
香
の
有
力
二
葉
も
国
衆
の
中
に
加
え
た
。

　
　
②
大
内
・
尼
子
系
家
臣
で
奄
利
氏
に
服
属
し
た
も
の
を
全
て
外
様
に
分
類
せ
ず
、

　
　
　
そ
の
服
属
形
態
に
よ
っ
て
操
作
を
お
こ
な
い
、
石
見
の
益
田
・
吉
見
、
出
雲

　
　
　
の
三
沢
氏
な
ど
岡
衆
的
性
格
の
強
い
も
の
は
国
衆
に
分
類
し
た
。

⑥
国
衆
の
家
臣
化
は
大
永
五
年
の
天
野
氏
に
始
ま
り
、
天
文
二
二
年
の
山
内
氏
を

　
も
っ
て
略
々
完
了
し
た
。
外
画
の
家
臣
化
は
弘
治
元
～
一
二
年
の
大
内
系
家
臣
に
始

　
ま
り
、
永
禄
～
元
亀
年
間
に
か
け
て
進
展
し
て
い
っ
た
。

⑦
毛
利
象
文
書
三
九
八
～
四
〇
二
五
七
六
∴
四
〇
七
。
な
お
、
井
上
鄭
件
に

　
つ
い
て
は
、
渡
辺
世
祐
・
瀬
頬
秀
雄
前
掲
書
に
詳
し
い
。

二

　
具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
ま
ず
分
権
の
素
材
と
す
る
「
八
箇
岡
岬
晴

代
分
限
帳
」
　
（
以
下
「
分
限
帳
」
と
略
す
）
の
成
立
事
情
や
記
載
内
容
に
つ

い
て
検
討
し
、
そ
の
史
料
的
性
格
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

コ玉
「
分
限
帳
」
の
成
立
事
情

〔　
奥
書
に
「
僕
祖
下
総
前
司
（
山
田
元
宗
－
引
用
旧
註
）
曾
恭
八
州
之
当
銘
、

　
干
轡
私
譜
土
地
詳
｛
其
公
入
漁
琶
、
及
寺
瞬
散
使
一
々
歴
記
、
雄
気
画
人
、
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上
人
繋
郡
、
以
郡
繋
国
、
以
成
八
図
伝
奏
家
、
頃
隠
題
衷
之
成
帳
簿
、
…

　
…
（
中
略
）
…
…
貞
享
二
年
乙
丑
三
月
日
　
初
成
以
上
之
。
山
田
五
左
衛
門

　
尉
（
山
照
重
儒
－
引
用
悲
曲
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
山
田
五
左
衛
門
尉
重
信
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
藩
命
に
よ
っ
て
同
家
に
伝
わ
る
八
か
圏
の
絵
図
を
帳
簿
に
編
成
し
直
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
貞
享
二
年
差
藩
庸
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
年
代
は
記
載
人
名
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
現
存
す
る
諸
家
の
知
行
昌
録
か
ら
み
て
、
天
正
一
九
～
文
禄
元
年
の
も
の

　
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
「
絵
図
」
の
天
正
一
六
～
一
九
年
の
惣
国
検
地

　
薩
後
の
記
載
に
基
づ
い
て
整
理
し
直
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

コ豆
記
載
内
容

〔　
「
分
限
帳
」
の
編
成
は
、
　
「
公
以
連
類
、
乱
費
肉
類
、
善
祠
散
使
各
以
等

　
覇
散
使
類
皆
録
」
の
方
針
で
貫
か
れ
、
全
九
冊
よ
り
な
る
。
各
辮
の
構
成

　
は
、
O
蔵
入
以
下
一
門
お
よ
び
家
臣
二
八
八
、
⇔
家
臣
三
二
七
、
⇔
家
臣

　
三
〇
五
、
㈲
家
照
一
二
五
六
、
㈲
家
臣
四
門
〇
二
、
㈹
U
家
駆
四
［
三
八
、
能
・
連

　
歌
・
茶
道
師
な
ど
の
お
伽
衆
三
〇
、
側
室
以
下
女
募
衆
三
三
（
合
計
五
〇

　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
五
）
、
㈹
寺
院
三
四
八
、
㈹
神
社
三
六
一
、
㈹
散
使
一
一
八
、
公
文
番
匠

　
七
九
、
大
工
二
一
、
鍛
冶
一
七
、
小
春
六
五
、
中
間
八
八
三
、
下
分
（
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
頭
・
水
夫
・
肝
煎
・
目
代
な
ど
）
ゴ
一
三
三
の
地
方
関
係
そ
の
他
一
五
二
六
、

　
合
計
四
四
一
四
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
以
穀
繋
人
、
盛
人
繋
郡
、

　
以
郡
繋
国
」
ぐ
と
い
う
基
準
で
知
行
高
・
知
行
主
名
・
国
名
・
郡
名
（
二

　
か
所
以
上
に
わ
た
る
場
合
は
総
知
行
高
・
知
行
主
導
、
内
訳
知
行
高
・
国

　
名
・
郡
名
）
の
順
に
記
載
し
て
い
る
。
記
載
総
高
は
「
分
限
帳
」
に
よ
る

　
と
、
総
合
計
八
一
万
一
四
四
九
石
と
な
っ
て
い
る
が
、
　
「
分
限
帳
扁
記
載

　
の
実
際
は
七
六
万
石
し
か
な
い
。
　
「
八
箇
国
無
配
地
絵
図
」
　
（
以
下
「
絵

　
図
偏
と
略
す
）
と
の
詳
細
な
比
較
を
行
な
っ
て
い
な
い
の
で
断
定
は
で
き

　
な
い
が
、
「
絵
図
」
に
比
べ
て
若
干
の
脱
漏
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
「
絵

　
図
」
記
載
の
～
二
様
式
の
う
ち
朱
書
を
中
心
に
一
本
に
整
理
し
直
し
た
時
に

　
脱
漏
が
お
き
た
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
、
大
体
に
お
い
て

　
「
絵
図
」
の
記
載
を
正
確
に
復
元
し
て
い
る
こ
と
、
翼
存
す
る
諸
家
の
知

　
行
目
録
に
内
容
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
そ
の
史
料
的
価
値

　
は
極
め
て
高
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
天
正
一
九
年
の
「
秀
吉
朱
印

　
　
　
　
⑧

　
知
行
目
録
」
の
二
二
万
石
に
比
べ
る
と
石
高
に
里
馬
の
開
き
が
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
る
が
、
こ
の
開
き
は
「
絵
図
扁
自
体
の
記
載
の
不
備
や
脱
漏
に
も
よ
る
が
、

　
根
本
的
な
原
因
は
知
行
目
録
の
生
産
高
表
示
に
対
し
て
、
「
分
限
帳
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
旧
来
の
貫
高
制
を
克
服
し
き
れ
な
い
ま
ま
に
石
高
制
に
移
行
し
た
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
貫
高
を
単
に
石
高
に
蒔
き
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
分
米
高
表
示
に
よ
る
記
載

　
を
中
心
に
し
た
た
め
に
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
分
限
帳
」
自

　
体
の
中
に
分
米
高
表
示
と
生
産
高
表
示
に
よ
る
記
載
と
の
異
質
の
も
の
を

　
同
一
面
で
取
り
扱
う
と
い
う
混
乱
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
分
限
帳
」
は
以
上
の
よ
う
な
性
格
と
史
料
的
制
約
を
も
つ
が
、
こ
の
制

約
を
考
慮
し
っ
っ
具
体
的
に
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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末期毛利氏の領国支配の進展と家臣団の構成（利岡）

①
山
国
実
事
作
成
の
「
八
圏
」
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
分
限
帳
」
の

　
記
載
内
容
や
奥
書
か
ら
判
断
し
て
、
雷
撃
山
冠
県
文
書
館
に
伝
わ
る
「
八
箇
属
御

　
網
地
絵
図
」
　
（
毛
利
家
文
庫
）
が
そ
の
掛
図
か
同
系
統
の
写
本
と
思
わ
れ
る
。

　
「
絵
鋼
」
は
國
毎
に
作
成
さ
れ
、
安
芸
・
傭
後
・
周
防
・
長
門
・
石
見
・
照
雲
・

　
隠
岐
．
伯
巻
・
備
中
の
九
枚
か
ら
な
る
。
各
国
毎
に
粗
図
の
中
に
郡
境
を
入
れ
、

　
各
郡
毎
に
公
領
以
下
の
知
行
高
・
知
行
主
名
を
記
入
し
て
い
る
が
、
こ
の
記
入
に

　
ω
墨
書
、
②
墨
書
を
訂
正
し
た
朱
書
、
③
朱
欝
を
さ
ら
に
訂
正
し
た
墨
書
の
三
段

　
階
の
操
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
各
段
階
毎
の
異
動
状
況
を
適

　
宜
加
筆
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
段
階
の
時
代
推
定
は
ω
天
正
一
九
年
以

　
前
、
②
天
正
一
九
～
文
禄
三
年
③
慶
長
元
～
五
年
と
推
定
さ
れ
る
。
　
門
蟹
隈
帳
」

　
は
「
絵
図
し
の
何
れ
の
段
階
と
も
一
致
せ
ぬ
も
の
も
あ
る
が
、
大
体
に
お
い
て
②

　
に
最
も
近
い
（
異
動
の
な
い
も
の
は
0
り
）
こ
と
か
ら
み
て
、
②
を
基
準
に
し
て
知

　
行
主
単
位
に
整
理
し
疸
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
村
田
修
三
乗
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
「
分
限
帳
漏
を
近
世
の
写
本
で
作
成
年

　
代
を
講
本
検
地
用
後
と
推
定
さ
れ
た
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
「
分
限
帳
」
の
成
立

　
が
貞
享
二
年
、
内
容
年
代
が
惣
国
検
地
今
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

　
れ
よ
う
。

③
三
浦
家
文
書
＝
二
、
山
内
首
藤
家
文
書
三
鼎
二
、
多
賀
家
文
書
（
早
大
荻
野

　
研
究
室
蔵
）
、
中
翔
（
赤
穴
）
家
文
書
、
益
田
家
譜
録
、
そ
の
他
譜
録
、
閥
閲
録
、

　
一
門
系
譜
な
ど
に
美
様
の
事
例
が
広
汎
に
見
受
け
ら
れ
る
。

④
お
伽
衆
・
女
房
衆
は
厳
密
に
言
え
ば
諸
士
の
中
に
分
類
す
べ
き
で
あ
る
が
、
爽

　
雑
権
力
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
止
口
団
の
分
析
の
対
象
か
ら
外
し
て
瀦
に
集

　
計
し
た
。

⑥
原
則
と
し
て
一
寺
院
を
一
と
し
て
計
算
し
た
が
、
別
院
・
堂
庵
な
ど
が
励
に
記

　
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
夫
々
に
分
け
て
計
算
し
た
。
そ
の
た
め
実
際
の
寺
院
数

　
よ
り
も
少
し
多
く
な
っ
た
。

⑥
寺
院
岡
様
の
操
作
を
行
な
っ
た
が
、
厳
島
社
の
如
く
「
厳
島
領
・
座
主
領
・
棚

　
守
領
・
厳
島
道
場
棚
守
・
地
御
託
分
棚
管
領
・
棚
守
左
近
」
な
ど
別
筆
記
載
で
も

　
同
一
系
統
の
明
ら
か
な
も
の
も
あ
る
が
、
関
係
の
不
明
な
も
の
も
あ
る
の
で
全
体

　
を
統
一
す
る
た
め
叢
々
に
集
計
し
た
。
な
お
、
神
社
の
記
載
の
中
に
長
門
美
禰
郡

　
の
赤
紐
・
河
原
・
青
景
、
阿
武
郡
量
目
喜
の
銀
山
領
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
記
載

　
の
順
序
に
従
っ
て
神
社
の
中
に
加
え
た
。

⑦
原
剛
と
し
て
一
筆
を
一
と
す
る
が
、
「
散
使
細
入
給
、
中
間
五
十
人
分
、
水
夫

　
百
入
事
」
な
ど
と
明
記
し
て
あ
る
場
合
に
は
夫
々
に
分
解
し
て
集
計
し
た
。

⑧
毛
利
家
文
書
九
五
六
・
九
五
七
。

⑨
例
え
ば
、
天
正
一
五
年
に
毛
利
水
軍
の
統
率
港
村
上
武
吉
に
対
し
て
長
門
大
津

　
郡
お
よ
び
周
防
の
所
々
に
て
…
万
石
を
与
え
た
と
い
う
記
録
　
（
「
毛
利
氏
四
代
実

　
録
考
証
論
断
」
）
が
あ
る
が
、
「
絵
図
」
に
は
大
津
郡
向
津
具
周
辺
の
三
八
○
○
余

　
石
の
記
録
し
か
み
ら
れ
ず
、
村
上
氏
一
族
の
全
知
行
地
を
合
計
し
て
も
六
一
七
四

　
石
し
か
記
載
さ
れ
て
な
い
こ
と
。

⑩
　
石
高
鵠
へ
の
移
行
は
天
正
工
一
年
よ
り
行
な
わ
れ
た
惣
国
検
地
の
過
程
で
あ
る

　
（
藩
麟
史
料
研
究
会
テ
キ
ス
ト
「
検
地
関
係
史
料
」
、
山
口
県
文
書
館
編
「
防
長

　
風
土
注
進
案
」
三
田
風
宰
判
下
）
が
、
こ
れ
が
完
全
に
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

　
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
石
貫
銀
」
の
鯛
度
を
残
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
に
さ
れ

　
る
。
石
高
制
の
統
一
的
な
掘
握
が
行
な
わ
れ
た
の
は
慶
長
三
～
五
年
の
兼
重
・
蔵

　
田
検
地
の
段
階
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
始
め
て
太
閤
検
地
の
方
針

　
が
毛
利
氏
の
領
岡
内
に
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

⑪
触
毛
酋
藤
家
文
書
三
〇
四
・
三
ゴ
ニ
、
平
賀
家
文
書
一
二
七
・
二
四
七
、
益
国

　
家
譜
録
、
　
「
防
長
風
土
注
進
案
」
三
田
尻
宰
判
下
、
同
研
究
要
覧
七
一
頁
「
石
貫

　
銀
」
・
一
一
閥
～
一
一
五
頁
「
天
正
検
地
」
。

　
　
「
分
限
帳
」
の
記
載
内
容
が
分
米
高
表
示
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

　
以
上
の
史
料
か
ら
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
防
長
面
麟
の
場
合
に
つ
い
て

　
み
る
と
、
　
「
分
限
帳
」
の
記
載
高
二
三
万
石
が
慶
長
五
年
の
貢
租
高
二
二
万
石
に

　
嶺
ぽ
近
い
こ
と
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
「
石
貫
銀
」
制
度
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が
天
正
検
地
に
由
来
す
る
の
も
こ
の
理
由
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
ま
だ
天
正
検
地
段
階
で
は
石
高
制
の
完
全
裳

握
が
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う

な
分
米
高
田
潔
を
楓
底
に
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
毛
利

氏
の
防
長
移
封
後
の
慶
長
＝
二
～
一
五
年
に
行
な
わ
れ

た
惣
国
検
地
た
る
三
井
・
蔵
田
検
地
の
二
九
万
八
四
八

○
石
か
ら
五
三
万
九
二
八
七
石
へ
の
職
石
打
出
が
、
苛

酷
な
も
の
で
あ
り
乍
ら
も
実
施
で
き
た
の
で
あ
る
（
慶
長

検
地
に
つ
い
て
は
別
に
発
表
の
予
定
）
。

三

　
第
1
表
は
「
分
限
帳
」
の
三
一
内
容
に
つ
い
て
、

輝
元
の
蔵
入
地
を
除
い
た
内
訳
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
本
項
で
は
そ
の
う
ち
の
家
臣
団
に
．
つ
い
て
の

み
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
第
2
表
は
家
臣
二
一
一
五
人
を
知
行
高
に
よ
っ
て

階
層
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
で
注
昌
さ

れ
る
点
は
、
　
一
〇
〇
石
以
下
が
全
体
の
七
一
・
八
％

を
占
め
、
さ
ら
に
五
〇
〇
石
以
下
と
も
な
る
と
実
に

全
体
の
九
三
％
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
階
層
別
に
そ
の
構
成
状
況
に
つ
い
て
具
体
的

に
検
討
し
て
み
よ
う
。

1表
緬高人数P（・隊臣1 （・）お伽剰

③女房衆 （4）寺 院1（・）神社 ⑥鰭奏 合　　計

15，000石以上 7 7

10、000～14，999 5 5

9，000～9，999 0 0

8，000～8，999 0 0

7，000～7，999 3 3

6，000～6，999 5 5

5，000～5，999 3 3

4，000～4，999 3 3

3，000～3，999 4 王 5

2，500～2，999 3 3

2，00G～2，499 4 4

1，50G～1，999 9 9

1，000～1，499 36 3 4 3 46

900～　　999 9 1 G 10

80G～　　S99 9 1 o 1 11

70G～　　799 1G 1 0 11

600～　　699 ’　12 1 1 14

500～　　599 25 2 1 28

40G～　　499 33 0 4 37

300～　　399 38 1 3 7 5 54

200～　　299 128 2 5 7 6 148

100～　　199 250 4 6 24 12 296
’

50～　　99 274 5 6 35 17 1 338

30～　　49 267 3 2 25 21 20 338

29石以下 978 15 7 240 290 1，505 3，035

合計1
島・・5｝ ・・1 331 348【 36・［ ・，・26i

4，413
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第2衷
知行高　i人数1比率

O．69e

O．5

2．8

3．1

21．2

71．8

　　12

　　11

　　59

　　65

　449

1，519

10，000za以上

5，000－v9，999

1，000N・4，999

　500一一　999

　10e一一　499

　100石以下

lee％12，115計合

天正末期毛利氏の領国支配の進展と家臣団の構成（利醗）

繁
沢
姓
を
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

（
吉
川
）
と
し
た
一
を
示
す
。
宍
戸
氏
は
国
衆
で
は
あ
る
が
、
元
就
時
代

か
ら
親
戚
関
係
に
よ
り
一
門
待
遇
と
な
っ
て
い
る
の
で
こ
れ
を
対
立
権
力
と

考
え
る
こ
と
は
メ

　
　
①

き
な
い
。
吉
見
氏

は
石
州
津
和
野
を

本
拠
に
し
て
吉
賀

郡
お
よ
び
長
門
阿

武
郡
一
帯
に
勢
力

を
も
っ
て
い
た
肇

族
で
あ
り
、
弘
治

三
年
盟
約
的
関
係

　
簗
3
表
は
一
万
石
以
上
の
者
　
二

人
に
つ
い
て
系
譜
別
に
記
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
構
成
比
率
は
一
族
六
、

国
衆
五
、
外
様
一
の
割
合
と
な
る
。

記
載
の
順
序
は
知
行
高
に
よ
ら
ず
、

「
分
限
帳
」
の
筆
写
に
よ
っ
た
。
表

中
の
一
族
に
つ
け
た
（
　
）
は
系
統

一
例
え
ば
、
難
平
は
こ
の
時
に
は

吉
川
元
春
二
男
で
あ
る
こ
と
か
ら

第3表
名知行高1系譜人

族
族
族
族
族
族
衆
衆
様
衆
衆
衆

一
　
一
　
一
　
～
　
一
　
一
国
遊
毛
国
国
園

48，079石

36，565

13，759

15，489

23，829

10，372

25，124

15，451

16，689

14，251

12，502

10，00e

景
家
清
政
康
氏
続
衛
庫
領
衛
津

響
兀
元
元
元
元
撫
兵
雪

月
川
堰
彌
戸
見
浦
賀
顎

小
吉
三
岳
俺
信
宍
吉
三
平
益
三

に
よ
り
服
属
し
厚
遇
ざ
れ
た
も
の
で
、
完
全
な
服
属
と
は
言
え
な
い
。
三
浦

氏
は
輝
元
の
寵
臣
神
田
光
忠
が
周
防
の
名
家
竺
可
融
を
相
続
し
一
蒔
的
に
高

禄
を
と
っ
た
も
の
で
、
外
様
と
は
言
え
譜
代
的
な
性
格
が
強
い
。
平
賀
氏
は

安
芸
賀
茂
郡
・
豊
田
郡
一
帯
に
勢
力
を
も
っ
て
い
た
三
族
で
、
天
文
二
〇
年

に
毛
利
氏
に
降
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
平
賀
家
中
に
毛
利
氏
の
大
名
権
力
が

介
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
言
え
、
中
世
以
来
続
い
た
勢
力
と
縁
統
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

無
視
で
き
ず
か
く
厚
遇
し
た
も
の
で
あ
る
。
益
田
氏
は
石
見
益
田
周
辺
に
勢

力
を
振
る
っ
た
豪
族
で
あ
る
が
、
弘
治
三
年
毛
利
氏
の
防
長
経
略
後
に
佐
世

氏
を
通
じ
て
蝦
属
し
て
の
ち
、
吉
見
氏
牽
制
の
た
め
に
厚
遇
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
他
の
国
衆
の
よ
う
に
対
立
権
力
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

三
沢
氏
は
出
雲
の
豪
族
で
尼
子
氏
に
属
し
て
い
た
が
、
尼
子
氏
滅
亡
後
の
永

禄
年
中
に
毛
利
氏
に
服
し
た
も
の
で
あ
る
。
毛
利
・
尼
子
氏
の
抗
争
の
中
で

両
氏
の
間
を
叛
服
し
て
常
な
ら
ず
、
し
か
も
出
雲
地
方
に
隠
然
た
る
勢
力
を

も
っ
て
い
た
た
め
に
充
分
に
掌
握
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
に
厚
遇
し
た
も
の
で

　
　
③

あ
ろ
う
。
な
お
、
三
沢
氏
の
本
領
地
は
出
雲
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
段
階
で
は

本
領
地
を
収
公
し
て
長
門
厚
狭
郡
に
強
制
移
動
さ
せ
、
そ
の
在
地
性
を
否
定

し
て
権
力
に
圧
力
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　
以
上
の
分
析
か
ら
、
重
臣
層
の
七
五
％
（
九
人
）
が
一
族
な
い
し
は
そ
れ

に
準
ず
る
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。

　
第
4
蓑
は
五
〇
〇
〇
～
一
万
石
墨
の
一
一
人
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
、
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4

知行窩1系譜名人給

小早川　秀　包 5，040 ～族

堅　田　兵　部 7，438 譜代

天　野　五郎右衛門 7，141 国衆

山　内　少輔四郎 6，747 国衆

椙杜　孫兵　衛 6，59王 外様

三　　吉　　　　領 6，102 国衆

浅　口　少輔九郎 6，071 国衆

宍道　五郎兵籍 6，175 外様

熊　谷　盤　前 7，590 国衆

内藤将右衛門 5，411 譜代

禰　原　式　　部 5，63王 譜代

こ
の
階
層
で
国
衆
の
占

め
る
比
率
は
四
五
％
に

も
の
ぼ
る
。
堅
田
氏
は

譜
代
家
臣
粟
屋
氏
よ
り

分
れ
た
も
の
で
、
小
早

川
氏
と
の
関
係
に
よ
っ

て
重
用
さ
れ
た
。
天
野

・
山
内
ニ
ニ
吉
・
熊
谷

氏
は
毛
利
氏
の
芸
備
統

一
過
程
で
盟
約
的
に
降
っ
た
も
の
で
あ
り
、
夫
々
厚
遇
さ
れ
て
高
禄
を
与
え

ら
れ
た
。
内
藤
・
福
原
氏
は
有
力
譜
代
家
臣
で
そ
の
僑
任
も
極
め
て
厚
か
っ

た
。
椙
杜
琉
は
大
内
氏
の
旧
臣
で
周
防
玖
珂
郡
周
辺
に
勢
力
を
も
っ
て
い
た

名
族
で
あ
り
、
毛
利
氏
と
血
縁
関
係
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
優
遇
さ
れ
た
。

浅
口
氏
は
備
中
守
護
細
川
氏
の
後
窩
に
し
て
浅
口
郡
周
辺
に
勢
力
を
も
っ
て

い
た
豪
族
で
、
天
正
年
間
に
毛
利
氏
に
属
し
、
在
地
名
に
よ
っ
て
浅
口
氏
を

名
乗
っ
た
。
の
ち
、
関
か
原
役
後
の
毛
利
茂
の
防
長
移
封
に
従
い
、
支
藩
長

　
　
　
　
　
　
　
　
④

府
藩
の
家
老
と
し
て
入
る
。
浅
口
郡
が
宇
一
国
幾
と
の
係
争
地
点
で
あ
り
、

し
か
も
浅
口
氏
の
服
属
形
態
か
ら
み
て
、
毛
利
氏
の
支
配
権
が
弱
く
園
衆
の

勢
力
の
強
か
っ
た
地
点
と
考
え
ら
れ
る
。
宍
道
氏
は
尼
子
氏
の
旧
臣
で
永
禄

年
中
に
遷
し
、
の
ち
翠
雲
の
本
領
を
収
公
さ
れ
て
長
門
阿
武
郡
に
転
出
さ
せ

ら
れ
、
在
地
性
を
完
全
に
否
憲
さ
れ
た
。
宍
道
氏
は
外
様
家
臣
の
中
で
も
権

世
論
と
共
に
譜
代
的
性
格
の
最
も
強
い
家
臣
の
一
人
で
あ
り
、
早
く
か
ら
重

用
さ
れ
た
。

　
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
ま
だ
全
領
域
に
置
る
強
力
な
政
治
支
配
を
行
な

い
得
る
ま
で
に
領
主
権
が
領
国
一
円
に
滲
透
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
地
域
に
よ

っ
て
は
軍
事
的
支
配
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ

う
に
一
部
の
在
地
性
の
強
い
有
力
国
衆
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
も
止
む
を
得

な
い
措
置
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
れ
は
豊
臣
玩
と
の
問
に
行
な

わ
れ
て
い
た
領
国
協
定
交
渉
が
最
終
的
に
確
定
し
て
間
も
な
い
時
期
で
あ
っ

た
た
め
、
出
雲
・
伯
薔
・
備
中
な
ど
の
遠

国
地
域
の
瞬
衆
層
に
動
揺
が
み
ら
れ
、
完

全
な
領
蟹
支
配
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ

と
に
も
原
了
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
第
5
表
は
一
〇
〇
〇
～
五
〇
〇
〇
石
層

の
家
臣
五
九
人
に
つ
い
て
細
分
し
た
内
訳

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
〇
〇
〇
石
以

上
の
春
は
口
羽
・
阿
下
沼
・
佐
波
の
三
名

で
、
こ
の
層
の
五
・
一
％
を
占
め
る
。
口

羽
氏
は
毛
利
氏
の
庶
家
坂
氏
の
庶
流
で
あ

り
、
薄
曾
華
氏
は
下
野
阿
曾
沼
よ
り
安
夢
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簾　5　表

翌瞬浜匙玉垂新釧舗知行高

3
4
7
4
5

0
　
0
　
0
　
2

1
1
2
1
3

1
3
2
1
1

1
0
3
組

17 2　i　5923 Z7

4，000－4，999

3，000一一3，999

2，eOO一一2，999

1，000一一1，999

合　　計



天正末期毛利氏の領国支配の進展と家臣田の構成（利岡）

に
西
遷
し
安
南
郡
周
辺
に
勢
力
を
培
い
成
長
し
た
国
衆
で
、
早
く
か
ら
毛
利

疲
に
属
し
た
。
佐
波
氏
は
尼
子
氏
の
旧
臣
で
石
漆
琶
知
郡
を
本
領
と
す
る
外

様
家
臣
で
弘
治
二
年
に
報
属
し
た
。
三
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
〇
石
台
の
者
四
人

は
天
野
・
村
上
・
成
村
濃
の
国
衆
三
人
と
外
様
の
冷
泉
氏
か
ら
な
る
。
天
野

氏
は
安
芸
の
国
衆
、
村
上
罠
は
瀬
戸
内
海
の
制
海
権
を
掌
握
し
て
い
た
三
島

晦
賊
の
総
帥
、
成
村
氏
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
備
中
の
河
上
郡
に

全
所
領
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
毛
利
氏
の
防
長
移
封
に
従
っ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
み
て
、
備
中
に
本
拠
を
お
く
嚢
族
と
思
わ
れ
る
。
冷
泉
氏
は
大
内
氏

の
分
流
で
毛
利
氏
の
防
長
経
略
の
過
程
で
報
属
し
た
。
二
〇
〇
〇
～
三
〇
〇

〇
石
漆
は
口
羽
・
渡
辺
・
三
尾
・
児
玉
の
譜
代
、
和
智
・
市
川
の
国
衆
、
内

藤
の
外
様
の
七
人
か
ら
な
る
。
和
智
氏
は
武
蔵
広
沢
郷
か
ら
西
遷
し
た
備
後

の
国
衆
、
市
川
氏
は
士
口
下
馬
の
庶
流
で
元
春
の
吉
川
畜
犬
続
後
改
姓
し
た
も

の
で
あ
る
。
内
藤
氏
は
大
内
氏
の
老
臣
内
藤
興
盛
の
系
統
で
、
弘
治
三
年
毛

利
氏
に
攻
略
さ
れ
て
の
ち
次
男
隆
春
が
元
素
の
承
認
で
家
督
を
継
承
し
た
も

の
。
な
お
、
三
尾
氏
は
有
力
譜
代
家
臣
井
原
氏
が
在
地
名
に
よ
っ
て
一
時
的

に
改
姓
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
〇
〇
〇
石
台
の
も
の
に
つ
い
て
は
省
略
す
る

が
、
新
参
者
と
し
た
北
条
・
柳
沢
両
氏
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た

い
。
北
条
氏
は
小
田
原
後
北
条
氏
の
一
族
で
、
天
正
一
八
年
滅
亡
後
に
秀
吉

か
ら
預
け
ら
れ
た
も
の
。
柳
沢
氏
は
足
利
義
昭
の
旧
眠
で
備
後
靹
に
来
住
し

て
の
ち
毛
利
氏
に
出
仕
し
て
家
匝
化
し
た
。
こ
の
両
氏
は
天
正
期
に
入
っ
て

か
ら
の
異
質
な
服
属
形
態
で
あ
る
の
で
仮
に
薪
参
者
と
し
た
が
、
性
格
か
ら

君
え
ぱ
外
様
家
常
の
範
購
に
入
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
第
5
表
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
特
色
は
、
ω
二
〇
〇

〇
～
五
〇
〇
〇
石
釜
は
極
め
て
分
散
的
で
大
多
数
の
者
が
一
〇
〇
〇
～
二
〇

〇
〇
石
層
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
（
七
六
・
三
％
）
、
②
さ
ら
に
こ
の
層
の

う
ち
で
譜
代
・
外
様
家
臣
が
七
一
・
一
％
の
高
い
集
中
率
を
示
し
て
い
る
こ

と
、
㈲
一
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
石
詰
で
は
国
衆
と
い
っ
て
も
殆
ん
ど
の
者
が

分
家
で
あ
り
、
本
領
地
を
紋
公
さ
れ
て
新
恩
に
よ
る
給
地
を
宛
行
な
わ
れ

（
つ
豪
り
、
安
堵
知
行
か
ら
宛
行
知
行
へ
の
変
化
）
、
他
領
に
転
鼠
さ
せ
ら

れ
て
本
家
と
の
関
係
を
切
断
さ
れ
る
と
同
時
に
そ
の
在
地
性
を
否
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
家
臣
団
と
し
て
把
握
す

る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
の
層
を
要
職
に
起
用
し
て
大
名
権
力
の
行
使
を
代
行

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
臣
団
の
統
制
・
強
化
を
図
る
と
共
に
、
毛
利
氏
の

常
業
支
配
を
円
滑
に
行
な
わ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
階
麟
が
下

る
に
つ
れ
て
一
層
顕
著
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
。

　
こ
れ
を
五
〇
〇
～
一
〇
〇
〇
石
層
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
部
分
の
者
が
分

家
で
あ
り
、
実
際
に
は
本
家
と
の
関
係
を
切
断
さ
れ
て
在
地
性
を
否
定
さ
れ
、

毛
利
氏
に
吸
紋
さ
れ
て
譜
代
に
近
い
性
格
に
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
方
法
は
嘗
て
毛
利
氏
が
宗
家
に
対
抗
し
得
る
勢
力
を
も
つ
庶
家
を
宏
勢

す
る
た
め
に
尊
書
象
の
分
家
や
被
宮
を
吸
等
し
て
譜
代
化
し
て
い
っ
た
方
法

91　（911）



と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
各
家
駆
の
分
家
を
吸
収
し
て
そ
の
本
末

関
係
を
稀
薄
化
せ
し
め
、
一
族
と
し
て
の
結
束
を
弱
め
ん
と
し
た
の
で
あ

る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
こ
の
五
〇
〇
～
一
〇
〇
〇
石
彫
は
大
名
領
主
に
絶

対
的
忠
誠
を
誓
う
こ
と
に
よ
っ
て
本
領
安
堵
や
薪
恩
給
知
を
受
け
る
と
共
に
、

要
路
に
登
場
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
〇
〇
～
五
〇
〇
石
層

に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
一
〇
〇
～
一
〇
〇
〇
石
の
階
層

が
毛
利
氏
の
家
臣
団
構
成
の
中
核
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
次

に
み
る
一
〇
〇
石
未
満
の
家
臣
団
が
毛
利
氏
の
軍
事
力
構
成
の
主
要
分
子
と

な
っ
た
の
と
岡
様
に
、
戦
国
大
名
と
し
て
の
毛
利
氏
の
縦
走
支
配
の
重
要
な

役
石
を
撞
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
6
表
は
一
〇
〇
石
未
満
の
者
を
さ
ら
に
四
階
層
に
細
分
し
て
示
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
特
色
は
、
一
〇
～
三
〇
石
に

四
四
・
九
％
と
い
う
高
い
集
中
度
を
示
し
、
三
〇
石
以
下
と
も
な
る
と
実
に

六
四
・
四
％
の
集
中
率
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
全
家
臣
の
七
一
・
八

％
を
占
め
る
こ
の
階
層
の
者
殆
ん
ど
が
分
家
な
い
し
は
新
規
取
立
で
あ
る
こ

第6蓑
知行高1人数

274

267

683

295

50一一99

3e一一49

10一一29

10石以下

計 1，519合

と
か
ら
も
、
大
名
領
主
へ
の
強
い
隷
鱗
性

が
窺
わ
れ
る
。
毛
利
氏
は
こ
の
階
層
を
主

要
な
戦
闘
員
と
し
て
軍
事
力
の
中
核
に
据

え
、
こ
れ
を
幾
組
か
に
分
け
て
編
成
し
、

そ
の
統
率
者
と
し
て
上
級
家
臣
団
よ
り
数

名
を
選
ん
で
交
替
制
で
各
組
に
配
置
し
て
こ
れ
を
統
率
さ
せ
る
と
い
う
組
制

度
に
よ
る
編
成
方
針
で
軍
事
組
織
を
講
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
分
限
帳
」
の
分
析
を
通
じ
て
家
臣
団
の
構
成
状
況
に
つ
い
て
み

て
き
た
が
、
こ
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
ω
家
臣
団
の
う
ち

で
重
臣
と
欝
わ
れ
る
層
は
一
族
お
よ
び
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
一
部
の
有
力
国
衆
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
七
五
％

ま
で
が
一
族
な
い
し
は
そ
れ
に
準
ず
る
大
名
権
力
の
直
接
代
行
者
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
働
五
〇
〇
〇
～
一
万
石
層
の
う
ち
で
国
衆
と
譜
代

の
占
め
る
比
率
は
一
対
一
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
要
職
に
つ
く
こ
と
の
で
き

た
も
の
は
主
と
し
て
譜
代
層
で
あ
っ
た
こ
と
、
㈹
五
〇
〇
～
五
〇
〇
〇
石
田

に
お
い
て
譜
代
の
占
め
る
割
合
は
圧
倒
的
で
あ
り
、
一
〇
〇
～
五
〇
〇
石
層

も
含
め
て
家
系
団
構
成
の
中
核
を
な
し
た
こ
と
、
ω
一
〇
〇
石
未
満
の
者
の

全
家
臣
に
対
す
る
割
合
は
七
一
・
八
％
に
も
及
び
、
直
属
家
臣
邸
と
し
て
軍

事
力
の
主
要
な
構
成
分
子
と
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
で
あ
る
。

　
①
本
節
中
の
家
臣
の
系
譜
に
つ
い
て
は
特
に
断
ら
な
い
隈
り
、
渡
辺
・
瀬
用
・
及

　
　
川
前
掲
書
お
よ
び
閥
閲
録
・
譜
録
・
考
証
論
断
に
よ
っ
た
。

　
②
「
分
限
帳
」
に
は
「
平
賀
領
」
と
し
て
一
万
四
二
五
一
石
の
記
載
が
あ
る
が
、

　
　
文
禄
四
年
の
知
行
付
立
起
諮
…
文
に
は
当
主
元
相
の
知
行
高
　
万
一
八
五
四
石
と
あ

　
　
り
（
平
賀
家
文
奮
一
二
七
・
二
賜
七
）
、
安
芸
賀
茂
郡
に
お
い
て
ニ
ゴ
　
九
七
石
の

　
　
異
同
が
あ
る
。
文
禄
四
年
の
給
地
付
立
起
請
文
が
天
正
一
九
年
の
指
綴
の
確
認
で

　
　
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
文
禄
検
地
が
…
部
を
除
い
て
天
正
検
地
の
確
認
に
と
ど
ま

92　（912）・



天蕉末期毛利氏の領國支配の進展と球臣國の構成（利岡）

　
つ
た
こ
と
か
ら
覇
断
し
て
、
こ
の
異
同
は
「
分
限
帳
」
の
「
平
賀
領
」
と
い
う
記

　
載
形
式
の
中
に
一
族
の
知
行
も
含
ま
れ
て
い
た
た
め
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

③
の
ち
に
三
沢
既
は
支
藩
長
府
毛
利
家
の
家
老
と
し
て
随
従
す
る
（
「
秀
元
様
御

　
家
中
分
限
帳
」
、
　
「
三
沢
家
譜
」
）
。

④
藤
井
駿
「
備
中
守
護
の
細
川
氏
に
つ
い
て
」
（
『
陶
山
大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
隠

　
一
〇
）
。

四

　
こ
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
家
眠
団
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て

い
た
か
を
、
領
麟
支
配
政
策
と
の
関
遮
で
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
第
7
表
は
「
分
限
帳
」
の
記
載
総
高
七
六
万
〇
九
六
〇
石
の
内
訳
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
蔵
入
・
給
領
の
関
係
は
後
に
み
る
こ
と
に
し
て
、
は
じ
め

に
寺
社
領
お
よ
び
地
方
関
係
の
記
載
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
、
寺
社
領
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
蓑
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
寺
鮭

領
、
こ
と
に
寺
領
が
意
外
に
多
い
点
で
あ
る
。
天
正
一
九
年
に
秀
吉
か
ら
認

め
ら
れ
た
寺
社
領
高
二
万
石
分
（
知
行
目
録
一
＝
一
万
石
の
一
・
八
％
）
を

遙
か
に
上
廻
っ
て
お
り
、
　
「
分
限
帳
」
で
は
毒
社
領
高
合
わ
せ
て
四
万
石
で

五
・
三
％
に
も
及
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
寺
社
に
対
し
て
そ
の
特
纏
を
容
認

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
「
輝
元
次
第
垂
垂
立
置
支
配
、
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

入
寺
社
之
儀
、
其
方
次
第
可
三
二
事
」
と
い
う
秀
吉
の
権
力
を
背
景
に
、
中

世
的
な
残
存
勢
力
の
一
た
る
上
社
の
特
権
否
定
の
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
、
そ

率比鴫響聯離
19．29e

工4．3

16．1

14．2

9．8

13．9

　？

4．8

7．7

146，281

10S，673

122，216

108，121

74，485

105，643

　　　？

36，660

58，881

3，092

1，739

1，830

　306

　257

　887

　？

0
9
1
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　818

2，636
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　469
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　？

　　　e

　626

4，917

2，012

10，440

5，537

　　279

1，418

　　？

　　　　0

　　　81

1，70e

1，458

1，356

1，600

　271

1，318

　？

　　　e

　200

217

126

777

159

218

21e

？

　　0

100

119，565

93，937

97，163

88，729

48，956

86，721

　　　？

　　　　　e

54，726

14，137

S，583

8，014

6，837

24，035

1e，961

　　？

36，660

3，e57

芸
後
防
門
見
雲
妓
番
中

安
傭
周
長
石
出
産
着
備

10090

驚卜　　112，284　　589，797 1，807　i　7，903　1　24，684　1　16，283　1　8，202　1　760，960
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合

至

れ
に
基
づ
い
て
一
部

の
寺
社
に
対
し
て
本

領
安
堵
を
認
め
た
外

は
、
本
領
地
を
萩
公

し
て
の
ち
に
改
め
て

そ
の
一
部
を
安
堵
す

る
と
共
に
、
斬
恩
に

よ
る
替
地
を
与
え
て

そ
の
特
権
を
否
定
し

虫
ら
ん
と
し
て
い
る

方
向
が
は
っ
き
り
と

　
　
　
　
②

認
め
ら
れ
る
。
等
社

領
の
分
布
状
況
に
つ

い
て
み
る
と
、
安
芸
・

周
防
・
長
門
に
寺
領
、

解
義
周
防
・
長
門
・

出
雲
に
社
領
が
多
い

の
が
離
歌
さ
れ
る
。

こ
れ
婆
芸
の
安
国
幽

思
・
満
願
寺
・
豊
春
　
偲



寺
・
王
禅
寺
∴
妙
寿
寺
・
厳
島
社
、
周
防
の
興
隆
寺
・
東
大
寺
領
・
国
分
寺
・

常
栄
春
・
香
積
寺
・
天
満
宮
・
多
賀
社
、
長
門
の
大
寧
寺
・
住
吉
社
・
忌
宮

社
・
亀
山
社
、
出
雲
の
杵
築
社
・
日
御
騎
社
な
ど
の
俵
統
的
寺
社
や
毛
利
茂

庇
護
の
新
興
有
力
寺
社
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
そ
の
殆
ん
ど
の
も
の
が

本
領
地
を
縮
少
さ
れ
た
り
、
所
領
を
新
恩
給
知
の
替
地
に
よ
っ
て
数
か
所
に

分
散
さ
せ
ら
れ
て
勢
力
の
弱
体
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
出
雲
杵
築

社
国
造
の
千
家
・
北
島
両
家
が
夫
々
一
〇
〇
〇
石
以
上
を
安
堵
さ
れ
て
出
雲

の
全
社
領
の
過
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
特
異
な
事
例
と
し
て
注
臼
さ
れ

る
。
ま
た
、
石
見
に
寿
社
領
が
少
な
い
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
第
三
期
の

統
一
過
程
で
領
主
権
力
が
領
内
一
円
に
強
く
滲
透
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ

る
。
第
7
表
の
う
ち
、
社
領
は
一
社
一
か
所
、
つ
ま
り
本
領
の
事
例
が
圧
倒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
に
多
く
、
全
体
の
九
九
・

第8衰
iPli　　社　1　合　　譲一

1　　寺社数
　　　　　　寺　院
断持高

8
8
⑯
4
9
砿
騰
躍

3
3
9
姶
貿
皿
㎜

5
5
7
級
％
撫
瓢

1，000石以上

500一一999

300一一499

10e一一299

　50一一　99

　10”v　49

10石以下

計 348　1　361　i　709合

八
％
に
も
及
び
、
寺
領
の
場

合
は
二
か
所
以
上
に
わ
た
っ

て
所
領
を
も
つ
寺
院
も
か
な

り
あ
り
、
　
一
か
所
へ
の
集
中

率
も
八
四
％
と
祉
領
に
比
べ

て
少
し
下
廻
る
。
寿
社
領
に

共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、

一
般
的
に
五
〇
石
以
下
、
と

く
に
一
〇
石
前
後
の
も

の
が
圧
倒
的
に
多
い
こ

と
で
あ
る
。

　
第
8
表
は
寺
社
領
を

所
持
高
に
よ
っ
て
分
類

し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
表
か
ら
罪
体
の
八

一
・
二
％
が
五
〇
石
未

満
に
集
中
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
寺
社
領
に
つ
い
て
の

個
別
具
体
的
な
分
析
は

省
略
す
る
が
、
結
論
的

に
は
、
天
正
末
期
段
階

に
お
い
て
大
名
領
主
権

の
滲
透
を
妨
げ
る
程
に

強
い
爽
雑
権
力
は
全
く

み
う
け
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
有
力
寿
社
に
対

第9表
露一号渦倒公文i番匠三選鋤台｝小州中剛糖分一計

鰍
㎜
螂
4
2
1
5
鵬
0
0

23

183

28

X4

P1

O
1
0
0
1
6

鋤
鵬
搬
0
2
雅∩

V
　
O
　
　
n
U

21

T
2
9
0
1
0
0
0
0
0

2
7
3
1
0
2
0
0
2

4
7
4
6
0
0
0
0
0

20

P0

Q1

P6

R
4
0
0
5

A
U
　
　
（
V
　
　
O
∂
　
　
ワ
8
　
凸
U
　
　
O
　
　
O
　
　
A
U
　
O

71

P6

R0

P
0
0
0
0
0

芸
後
置
門
見
雲
列
薔
中

安
備
周
長
石
崖
隠
伯
備
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天正末期毛利氏の領圏支配の進展と家臨団の携成（利岡）

第10表
ぱ｝散劇公文障匠［大工鍛司小劃中間町分1会計

50～99　　　　0

R0～49　　　　0

P0～29

P～9
P石以下

1
8
5
3
2

0
0
0
9
1

0
1
3
6
4
2
0

O
o
5
1
5
1

0
0
王
0
6
1

12

T0

P

1　　　　0

P　　　　0

@　　3
@　878
@　　2

　0

P8

R1

Q61

Q3

　1
@2Q
@98
P，346

@61

合訓・18巨・1・gl・・レ・1・・188313331・526

し
て
も
特
権
の
容
認
で
は
な
く
、
傾
主

個
人
の
意
志
か
ら
出
た
信
仰
に
基
づ
く

優
遇
琵
保
護
が
主
体
を
な
す
も
の
へ
と

変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
地
方
関
係
そ
の
他
の
記
載
に
つ

い
て
み
よ
う
。

　
第
9
・
1
0
表
は
第
1
・
7
表
に
基
づ

い
て
そ
の
内
訳
を
国
別
・
石
高
別
に
具

体
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
9
表

で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
ω
隠
岐
・
薄

書
に
全
く
記
載
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
、

ω
番
匠
～
中
間
が
比
較
的
分
散
し
て
存

在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
散
使
・
公
文

は
芸
備
防
長
四
か
国
に
し
か
み
ら
れ
な

い
・
こ
と
、
㈲
下
機
の
う
ち
肝
煎
・
昌
代

は
芸
備
防
長
の
四
か
國
に
集
中
し
、
僅

か
に
備
中
の
公
領
一
六
人
分
（
肝
煎
）

の
一
括
記
載
お
よ
び
繊
雲
に
一
例
み
ら

れ
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
ω
下
愚
の
う

ち
船
頭
・
水
夫
は
毛
利
水
軍
の
中
心
地

た
る
瀬
戸
内
の
安
芸
佐
薦
・
安
南
郡
お
よ
び
周
防
都
濃
郡
に
し
か
み
ら
れ
な

い
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
で
あ
る
。
ま
た
、
第
1
0
表
か
ら
こ
れ
ら
の
も
の
が
主

と
し
て
一
〇
石
未
満
に
集
中
し
、
全
体
の
九
三
・
三
％
を
占
め
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
毛
利
氏
の
領
圏
支
配
の
貫
徽
度

に
強
弱
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
比
較
的
早
く
統
一
を

完
了
し
た
芸
備
防
長
四
か
国
で
は
軍
事
的
支
配
か
ら
政
治
的
支
配
へ
と
領
国

支
配
が
進
展
し
て
い
き
、
地
方
支
配
機
構
に
釜
る
ま
で
整
備
さ
れ
始
め
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
寺
社
領
お
よ
び
地
方
関
係
そ
の
他
の
記
載
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て

き
た
が
、
次
に
領
国
支
配
の
進
展
状
況
に
つ
い
て
毛
利
氏
の
基
本
方
針
を
家

臣
団
の
活
用
状
況
と
関
連
さ
せ
乍
ら
国
別
に
具
体
的
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

う1
芸
備
両
国
の
支
配
状
況

〔　
こ
の
両
国
は
第
一
段
階
に
お
い
て
統
｝
を
完
了
し
た
も
の
で
あ
ら
、
こ
の

段
階
で
は
ま
だ
盟
約
的
関
係
に
よ
る
級
属
者
が
多
く
、
そ
の
た
め
元
町
も
無

理
な
統
合
は
避
け
て
い
た
よ
う
で
、
有
力
国
衆
に
対
し
て
は
厚
遇
を
以
て
報

い
て
い
る
。
「
方
、
国
衆
の
方
で
も
毛
利
台
の
勢
ヵ
が
強
化
さ
れ
て
い
く
に

つ
れ
て
、
叛
服
の
愚
を
避
け
て
家
臣
化
す
る
傾
向
を
み
せ
始
め
、
領
国
支
配

は
進
農
し
て
不
完
全
な
が
ら
も
貫
徹
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
安
芸
に
つ
い
て
み
よ
う
。
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14，137

8，583

S，014

6，837

24，e35

10，961
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36，660

3，057

（9．7）

（7．9）

（6，6）

（6．3）

（32．3）

（10．4）

（loe．o）

　　（5．2）

146，2Sl

le8，673

122，216

10＆121

74，485

105，643

　　　？

36，660

58，881

芸
後
防
門
見
雲
岐
番
中

安
鋪
周
長
石
鴫
隠
伯
備

　
第
1
1
表
は
全
領
国
の
蔵
入
・

給
領
の
比
率
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
安
芸
の
場
合
に
つ
い

て
み
る
と
、
両
者
の
比
率
は
一

〇
・
六
％
、
八
九
・
四
％
と
な

り
、
さ
ら
に
安
芸
の
全
鵠
載
高

に
対
し
て
蔵
入
は
九
・
七
％
と

な
る
。
毛
利
氏
の
本
拠
地
で
あ

り
な
が
ら
蔵
入
地
の
占
め
る
割

合
は
余
り
多
く
な
い
よ
う
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
国
衆
に
奏
し
て

微
底
的
な
弾
圧
策
を
と
ら
ず
に

妥
協
し
て
本
領
安
堵
と
い
う
形

で
厚
遇
し
て
い
た
こ
と
と
、
毛

利
氏
の
本
領
地
た
る
高
田
郡
の

殆
ん
ど
を
譜
代
家
臣
に
分
与
し

た
た
め
の
現
象
で
あ
り
、
そ
の

中
に
も
一
族
お
よ
び
有
力
譜
代

家
臣
を
巧
み
に
分
散
配
置
し
て

国
衆
に
対
す
る
備
え
を
短
め
る

と
共
に
、
蔵
入
地
を
薪
ら

た
に
建
設
し
た
城
下
町
広

島
周
辺
の
安
南
・
佐
東
・

賀
茂
・
安
芸
の
各
郡
に
集

中
し
て
要
地
を
抑
え
、
軍

事
的
支
配
の
段
階
か
ら
敷

治
的
支
配
に
ま
で
高
め
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
1
2
表
は
安
芸
国
内
に

知
行
地
を
も
つ
有
力
家
臣

第12表
給　人　名　i知行高i総知行高i系譜

族
衆
衆
衆
族
族
族
衆
族
代

，
一
国
濁
閾
一
一
一
国
一
譜

48，079

14，251

25，124

7，590

36，565

15，489

13，759

4s813

10，372

5，631

38，168

12，524

6，493

5，682

5，058

4，008

3，360

3，360

2，135

1，895

景
領
続
前
家
政
溝
後
門
部

隆
　
元
盤
広
元
元
豊
山
式

崩
賀
　
　
　
　
の
の
沼
わ

早
戸
谷
川
矛
禾
曾
鷲
原

小
平
宍
熊
吉
俺
俺
阿
結
福

一
〇
名
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
配
置
状
況
を
具
体
的
に
検

討
し
て
み
る
と
、
毛
利
氏
が
安
芸
の
支
配
を
如
何
に
重
視
し
て
い
た
か
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
即
ち
、
蔵
入
地
を
城
下
町
周
辺
の
要
地
に
重
点
的
に
設
定

し
、
吉
川
広
家
を
広
島
北
部
出
県
郡
に
配
し
て
北
辺
に
備
え
、
小
山
川
竹
景

に
豊
田
・
佐
東
・
賀
茂
・
安
南
郡
な
ど
の
東
辺
を
与
え
て
瀬
戸
内
の
制
海
確

を
掌
握
し
、
同
時
に
安
芸
の
熊
谷
・
平
賀
・
阿
鼻
沼
、
一
一
の
室
内
二
鳳
吉

氏
の
牽
制
に
あ
て
、
そ
の
他
～
族
の
元
清
に
広
島
の
西
流
説
西
郡
か
ら
隣
接

す
る
周
防
の
素
謡
を
与
え
て
西
方
の
防
備
に
薮
ち
せ
、
光
政
を
賀
茂
郡
か
ら

石
晃
国
に
配
し
て
吉
川
広
家
と
共
に
山
陰
の
防
禦
を
固
め
、
元
康
・
秀
包
を

備
後
に
配
し
て
小
早
川
隆
景
と
共
に
備
後
・
安
芸
の
蟹
衆
の
押
え
に
あ
て
、
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天正溌ミ期毛利氏の領國支配の進展と籏臣団の構成（利岡）

笙13衷

給人劇中行司知橘内訓知行地
熊谷豊前 7，589・5・6・6 4，190・3・2・0

211・7・5・0

1，279・5・6・0

1，257・6・3・7

181・9・8・1

　34・6・9・0

433・6・2・8

安芸　　安；1ヒ譲β

〃　安固郡

〃　佐西郡

周防　玖珂郡

ク　都濃郡

〃　熊毛郡

締後神石郡

㈱七郎翻1・・398・・・…1・，398…6・・i腰輿硲

熊谷玄番

熊谷与右搦門

熊谷吉郎

759・5・2・4

758・2・9・4

30e・g・e・s

231・5・9・5

10e－2・2・2

184・8・8・7

242・S・2・O

446・8・7・6

110・5ny　9・1

200・8・2・7

200・O・7－8

100・8・3・O

安芸虫県郡

石見毘知郡

周防熊毛郡

備後神石郡

出雲　神門郡

周防玖珂郡

安芸佐西郡

出雲　神門郡

備後神石郡

熊勧右翻1・…6・…｝・・G…4・・国後芦照

熊谷清左衛門

熊谷四郎兵衛

熊谷左馬助

熊谷二郎左隙目

le2・7・9・3

75・5・8・4

39・2・2・6

19・8・5・O

65・6・6・2

2e・o・o・4

1・3・7・0

15・7・5・7

19・6・1・6

3・8・6・6

43‘3・7・0

8・7・3・2

4・5・9・4

34・6・3・2

2・6・e・0

13・O・4・0

4・2・1・e

周防都濃郡

安芸輪西郡

長門豊西郡

備後神怒郡

安芸　山県郡

〃　賀茂郡

備後芦田郡
周防　都濃郡

（記載ナシ）

（　！！　）

郡田高警領

脚欝彊
し
へ鮮勲

郡茂加

〃
　
ク

熊谷与三左衛門127・・…9127・・…9｛安却懸

勲木鋤1・2・7・3叫・2・7・3・・医芸・U罵

熊谷神四郎旨2・・・…i・2…9・・i安芸細郡

熊量之助i・・・・…i・・・・…縁芸無酬

熊谷藤兵衛 4・8・3・9 2・6・1・4

2・2・2・2

安芸佐西郡
〃　山県郡

S7　（917）

併
せ
て
山
陽
道
の
経
略
に
あ
て
て
い
る
。
さ
ら
に
、
元
氏
を
長
門
に
配
し
、

宍
戸
無
業
を
安
芸
の
北
部
か
ら
出
雲
・
備
中
に
分
散
配
置
し
て
万
全
の
策
を

講
ず
る
と
共
に
有
力
な
譜
代
や
統
制
に
成
功
し
た
外
様
を
要
地
に
配
し
て
国

衆
間
の
連
絡
を
切
断
し
、
単
猿
で
は
謀
叛
を
起
す
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
に

徹
底
的
に
牽
制
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
衆
に
対
し
て
徹
底
的
な
牽

制
を
行
な
う
と
共
に
、
他
方
で
は
彼
ら
を
厚
遇
し
て
謀
叛
の
危
険
性
を
未
然

に
防
ぎ
家
臣
化
さ
せ
よ
う
と
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
は
軍
事
的
支

配
の
色
彩
を
濃
く
残
し
な
が
ら
も
轡
虫
的
支
配
へ
と
進
展
し
つ
つ
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
因
み
に
一
族
を
も
奮
え
た
知
行
高
と
給

領
地
を
比
較
し
て
み
る
と
一
対
一
の
割
合
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
に
も
領
国

内
の
爽
雑
権
力
排
除
の
方
向
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
方
で

は
、
大
名
権
力
が
強
化
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
家
臣
は
漸
次
本
領
を
収
公



さ
れ
て
新
恩
に
よ
る
宛
行
知
行
へ
と
知
行
形
態
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

土
地
に
対
す
る
従
来
の
諸
権
利
を
否
定
さ
れ
て
次
第
に
在
地
性
を
褻
失
し
て

い
く
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
二
・
三
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
よ
う
。

　
第
1
3
表
は
熊
谷
氏
関
係
の
知
行
分
布
状
況
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
惣
領
蟄
前
元
直
に
対
し
て
は
本
領
安
堵
、
そ
の
他
の
殆
ん
ど
が
本
領
を

収
公
さ
れ
て
他
領
に
転
出
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
豊
前
元
直
の
知
行

第　14表

絵人刷繍行副知行薫物知行地
天野五郎右衛門 7．140・9・5・5 5，595・2・3・2

R51・0・9・4

P，194・6・2・9

備中上房郡

N　賀陽郡

ﾀ芸賀茂郡

珊新嫡亀283・・…21郡…8・・1轍鰍郡

天野九郎左衛門 1，018・4・王・3 312・1・0・2

X4・1・7・4

R27・8・1・5

P59・4・0・0

TG・O・1・6

V4・9・0・6

安芸賀茂郡

N　高田郡

o雲　出東郡

N　秋鹿郡

V　神門郡

�繹ｰ国郡

天野二郎右衛門 792・9・5・6 638・2・2・1

P44・7・3・5

安芸賀茂郡

�繻b蘇郡

天野吉劇486・6・2・・1・86・3・2・21周防繭郡

天野九二1・・9…9・・i・・9…9・・漏出鰯

天野新左衛門　　31・2・0・3　　31・2・0・3　長門　阿武二二i
珊助落鮒｝・5…5・・1・5・G・…　矧鴬郡i

天野平兵衛 12・3・4・0 8・3・7・0

R・9・7・0

安芸　出県郡

?防都濃郡

も
全
ホ
領
の
安
堵
で
は
な
く
、
　
部
を
収
公
し
て
代
勉
に
周
防
・
鮪
後
な
ど

を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
本
領
の
安
堵
と
一
部
奴
公
に
よ
る
宏
勢
化
の
方
法
は
有
力
国

衆
に
対
し
て
と
ら
れ
た
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
一
方
で
は
国
衆

に
対
し
て
も
安
堵
知
行
を
否
定
し
て
宛
行
知
行
を
強
行
す
る
事
例
も
み
ら
れ

た
。安芸　山県郡

周防都濃郡

備後神石郡

6・3・2・9

7・3・4・O

13・6・6・O天野仁冶衛門

3・6・5・O3－6・5・O天野二郎兵衛

　
第
1
4
表
は
天
野
氏
関
係
の
知
行
分
布
状
況
に
つ
い
て
示

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

惣
領
五
郎
右
衛
門
以
下
殆
ん
ど
の
者
が
備
中
・
備
後
・
出

雲
・
周
防
な
ど
に
所
傾
を
分
散
さ
せ
ら
れ
て
趨
勢
さ
れ
て

い
る
。
天
野
氏
が
こ
の
よ
う
に
虫
勢
さ
れ
た
の
は
、
永
禄

一
二
年
目
元
就
七
男
光
政
が
天
野
家
に
入
ρ
て
本
家
を
相

続
し
、
天
野
氏
か
ら
本
領
を
収
め
た
た
め
で
あ
る
。
同
様

な
こ
と
は
元
春
の
吉
川
家
相
続
、
隆
景
の
小
早
川
家
、
元

溝
の
備
中
穂
田
家
、
元
秋
の
周
防
椙
杜
家
、
元
三
の
石
兇

出
羽
家
相
続
な
ど
に
も
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
衆
に
対
す
る
一
族
間
の
分
断
策
は
、
か

つ
て
毛
利
氏
が
庶
家
を
統
制
す
る
た
め
に
、
そ
の
分
家
を

宗
家
に
出
仕
さ
せ
て
譜
代
と
し
て
活
用
し
家
臣
化
し
て
い

っ
た
方
法
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
國
衆
統
制
の

9S　（918＞



天正末期毛利氏の領嗣支配の進展の家匝団と構成（利岡）

た
め
に
惣
領
家
と
庶
子
家
の
関
係
の
切
断
を
企
て
た
巧
妙
な
統
綱
策
が
窺
わ

れ
て
誠
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
国
衆
の
惣
領
家
と
庶
家
の
結
合
関

係
の
切
断
が
、
燭
衆
の
去
勢
化
に
と
っ
て
如
何
に
有
効
な
乎
段
で
あ
っ
た
か

は
、
以
後
の
国
衆
の
零
落
化
、
つ
ま
り
領
主
へ
の
服
従
の
過
程
に
顕
著
に
現

わ
れ
て
く
る
。

　
安
堵
知
行
か
ら
宛
行
知
行
へ
の
進
展
は
、
単
に
家
臣
の
土
地
支
配
権
の
弱

体
化
の
み
な
ら
ず
、
一
族
間
の
緊
密
な
関
係
を
切
断
し
、
国
衆
の
も
つ
諸
権

利
の
否
定
を
結
果
し
た
。
そ
の
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
安
芸
に
つ
い
で
早
く
か
ら
毛
利
氏
の
勢
力
が
及
ん
だ
備
後
に
つ
い

て
み
よ
う
。

箪15表
給人名1知行高1総知行高i系譜

族
衆
衆
悪
衆
族
衆
代
代
衆

一
国
国
外
国
一
国
譜
譜
国

23，829

6，747

6，102

4，366

3，283

5，040

2，927

1，993

5，630

25，124

15，735

6，747

6，102

3，467

3，283

2，777

2，674

1，956

1，569

1，116

（羅…利）元　康

三内少輔二郎

三　吉　領
佐波又左衛門

天野新兵衛
小早川秀包
和智少兵籍
林　志　摩

福原式部
宍戸元続

　
備
後
で
は
前
代
以
来
の

旧
族
土
豪
に
よ
る
分
立
支

配
が
続
い
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
元
就
時
代
の
天
文

段
階
ま
で
に
そ
の
大
半
を

繋
破
し
て
、
蔵
入
地
の
設

定
、
一
族
・
譜
代
の
移
駐

と
知
行
地
の
配
賦
を
行
な

っ
て
由
内
・
三
吉
・
和
智

氏
な
ど
の
有
力
国
衆
の
統

制
に
意
を
注
ぎ
始
め
る
。
さ
ら
に
聚
正
期
に
入
る
と
、
有
力
国
衆
の
優
遇
策

と
統
制
策
を
併
行
し
て
行
な
っ
た
た
め
次
第
に
国
衆
も
短
簡
さ
れ
て
い
き
、

領
国
支
配
も
進
展
し
て
政
治
支
配
へ
と
推
し
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ

る
。　

第
！
1
表
か
ら
備
後
の
蔵
入
・
給
領
の
割
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
八
・
四
％
、

九
一
・
六
％
と
な
り
、
さ
ら
に
備
後
の
全
記
載
高
に
対
し
て
蔵
入
は
七
・
九

第　16表

総知行副知行舳測知行地
備後　　恵蕪twws

〃　三上郡

給人名
3，651・9・4・0

3，0go－et4－e

山内少輔四郎16，747・3・4・0

124’3層8’91124’3’8●gi長門豊西郡

・5…4・3t・5・3…31周二佐灘∬

・2…G・・1・2・・・…陵r蘇郡

！i：．g．nys－7　i　ii・e・s・71　ttmutnv－inK

3．3・2to　1 3・3・2・o隔防佐波郡

二二又左衛門

山内四郎兵衛

山内善右衛門

艮1内玄古

門内又次郎

％
と
な
る
。
一
族
の
．
知
行
地

を
含
め
て
も
二
五
％
に
し
か

な
ら
ず
、
安
芸
に
比
べ
て
や

や
少
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
備
後
内
に
有
力
国
衆

が
少
な
く
、
そ
の
国
衆
に
対

し
て
は
本
領
安
堵
で
優
遇
し

た
こ
と
と
、
一
方
で
は
、
安

芸
か
ら
小
早
川
隆
景
、
傭
後

内
で
元
康
・
秀
包
・
林
志
摩
・

福
原
式
部
・
宍
戸
元
続
な
ど

の
一
族
・
譜
代
に
知
行
地
を

与
え
て
国
衆
間
の
遮
絡
を
切

断
し
、
牽
制
さ
せ
た
た
め
の
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第　17表

給　人　名i総知行高i知行高内訳1知　行　地

備後　三吉郡

〃　恵蘇郡

安芸　高田郡

石見　那賀郡

周防　都濃郡

4，838‘8・9・5

1，262・8・4・5

30・1・2・4

54・6・7・5

87・8・1・6

6，101・7・4・O領吉三

172・6・1・5三吉庄六

16會8・6曹1 糊防　 都Ψ獲霧葬16・8・6・1門右三吉三

も
の
で
あ
る
。

　
第
1
5
表
は
備
後
内
に
知
行
地
を
も

つ
有
力
家
臣
一
〇
名
に
つ
い
て
示
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
備
後
内
に
本
拠

を
も
つ
国
衆
は
山
内
・
三
吉
・
和
智

氏
く
ら
い
で
あ
り
、
そ
の
何
れ
も
が

惣
領
家
の
本
領
安
堵
、
庶
家
の
宛
行

知
行
に
よ
る
他
領
転
出
で
一
族
間
の

関
係
が
完
全
に
切
断
さ
れ
て
い
る
の

で
　
（
第
！
6
・
1
7
表
）
、
蔵
入
地
の
少

な
い
こ
と
は
毛
利
氏
の
領
国
支
配
の

上
で
さ
し
て
問
題
に
な
ら
な
い
。

きH
防
長
両
国
の
支
配
状
況

〔　
毛
利
氏
の
防
長
経
略
は
第
一
一
段
階
の
弘
治
元
～
翼
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
、

隆
元
が
永
禄
五
年
忌
周
防
、
同
六
年
に
長
門
の
穿
謹
職
に
補
任
さ
れ
、
さ
ら

に
同
二
二
年
の
大
内
輝
弘
の
乱
の
鎮
圧
を
経
て
領
国
支
配
は
円
滑
に
進
捗
し

て
い
き
、
無
雑
権
力
は
一
掃
さ
れ
て
い
っ
た
。
天
正
期
に
入
る
と
、
毛
利
氏

の
直
属
象
匿
団
の
移
駐
、
知
行
の
配
分
、
蔵
入
地
の
設
定
な
ど
が
本
格
的
に

行
な
わ
れ
て
直
接
支
配
も
す
っ
き
り
し
た
形
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　
第
1
1
表
か
ら
両
圏
の
蔵
入
地
に
つ
い
て
み
る
と
、
周
防
七
・
六
％
、
長
門

七
・
エ
％
と
な
り
、
さ
ら
に
全
記
載
高
に
対
し
て
は
周
防
の
六
・
六
％
、
長

門
の
六
・
三
％
と
な
る
。
地
響
支
配
の
強
度
に
及
ん
だ
地
域
と
し
て
は
些
か

少
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
名
権
力
の
滲
透
を
妨
げ
る
程
の
対
立
権

力
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
、
始
め
て
の
征
服
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の

支
配
を
慎
重
に
考
え
て
一
族
・
譜
代
な
ど
を
派
遣
し
て
大
名
領
主
権
の
代
行

を
命
じ
た
た
め
で
あ
る
。

　
第
1
8
表
は
周
防
国
内
に
知
行
地
を
も
つ
有
力
家
臣
一
一
名
に
つ
い
て
示
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
本
拠
地
安
芸
の
近
接
点
た
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
か
、

第IS表
給人名1知行高レ総知行高1系譜

様
族
代
族
様
代
衆
様
代
代
族

外
一
睡
．
一
外
三
隅
外
譜
譜
一

16，689

48，079

Z438

13，759

2，63王

2，236

7，59G

1，392

2，041

5，631

15，489

14，877

8，931

5，928

5，378

2，631

1，916

1，4S4

1，392

1，337

1，216

1，e13

三浦兵庫
小早規隆景

堅田竪蔀
（毛利）元清

内藤隆春
三尾四郎兵衛

熊谷豊前
佐世石見守
児玉仁左衛門

福原式部
（毛利）元政

隆
景
・
元
清
の
一
族
お

よ
び
堅
田
・
三
尾
（
井

原
）
・
児
玉
・
福
原
氏

な
ど
の
譜
代
家
臣
を
配

し
、
さ
ら
に
輝
元
の
野

選
三
浦
元
忠
に
（
吉
川
）

元
氏
の
旧
領
を
与
え
て

備
え
を
固
め
、
領
国
支

配
の
貫
徹
を
図
っ
て
い

る
。
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第　19表

給　人 名　t知行高｝総知行高1系譜1

聖
衆
族
様
代
顔
様
族
様
族

国
印
一
当
譜
国
外
～
外
一

lo，ooe

15，451

10，372

6，175

54，11

3，808

1，seo

13，759

16，689

5，040

1o，ooe

8，125

zoes

6，175

5，411

3，80S

1，800

1，522

1，327

1，298

三沢摂津
吉見次郎兵衛

（吉川）元氏

宍道五郎兵衛

内藤将右籍門

村上掃部
三刀屡圏郎兵衛

（毛　利）元　清

三浦兵庫
小早州秀包

　
第
！
9
表
は
長
門
の
場
合

に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
周
防
の
場
合
と

同
様
な
措
置
を
と
っ
て
お

り
、
元
氏
・
元
清
・
秀
包

の
一
族
お
よ
び
三
浦
・
村

上
・
内
藤
・
宍
道
氏
な
ど

を
配
し
て
万
金
を
期
し
て

い
る
。

　
こ
の
両
表
の
中
で
注
艮

さ
れ
る
点
は
、
防
長
両
国
に
本
拠
を
も
つ
有
力
家
臣
の
う
ち
で
本
領
を
安
堵

さ
れ
て
い
る
も
の
は
僅
か
に
周
防
の
内
藤
隆
春
、
長
門
の
吉
見
次
郎
兵
衛
の

二
人
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
内
藤
隆
春
は
弘
治
三
年
に
元
就
の
承
認
で

家
督
を
継
承
し
た
も
の
で
、
本
領
安
堵
と
は
い
う
も
の
の
既
に
玄
勢
さ
れ
て

お
り
、
対
立
権
力
と
は
み
な
し
難
い
。
一
方
、
吉
見
氏
の
場
合
は
純
然
た
る

本
領
安
堵
で
あ
り
、
唯
一
の
対
立
権
力
で
あ
っ
た
が
、
石
見
方
面
か
ら
益
田

氏
、
長
門
で
は
三
浦
・
宍
道
・
内
藤
・
村
上
氏
に
闘
ま
れ
て
徹
底
的
に
牽
制

さ
れ
て
い
た
。

　
防
長
両
国
支
配
の
上
で
最
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
雨
回
内
に
勢

力
を
も
つ
て
い
た
大
内
系
の
膚
力
家
臣
を
本
領
か
ら
引
離
し
て
他
領
に
移
動

さ
せ
、
そ
の
あ
と
に
新
た
に
山
陰
の
尼
子
系
の
南
島
を
本
門
か
ら
転
出
さ
せ

て
両
々
の
土
地
支
配
権
の
喪
失
を
図
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
冷
泉
氏

を
出
雲
に
、
椙
桂
琉
を
備
中
・
備
後
に
転
出
さ
せ
、
薪
た
に
三
沢
・
宍
道
・

三
刀
屋
氏
を
嶺
雲
か
ら
長
門
に
、
佐
世
氏
を
出
雲
か
ら
周
防
に
移
倥
さ
せ
て
、

栢
互
に
勢
力
の
弱
体
化
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
天
正
段
階
に
入
っ
て

く
る
と
、
各
豪
族
間
の
知
行
入
替
に
よ
る
在
地
性
の
否
定
、
そ
れ
に
伴
な
う

大
名
領
主
権
の
強
化
が
は
っ
き
り
と
打
幽
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

コ姐
石
見
・
出
雲
の
支
配
状
況

〔　
毛
利
馬
の
勢
力
が
石
見
・
出
雲
に
及
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
、
永
禄
九
年
に

尼
子
氏
を
幽
雲
寓
田
城
に
破
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
石
見
は
弘
治
三
年

に
防
長
を
経
略
し
て
の
ち
，
侵
攻
を
翻
嬉
し
て
永
禄
五
年
に
統
一
を
完
了
し
て

い
る
が
、
ま
だ
尼
子
幾
の
勢
力
も
残
存
し
て
い
て
完
全
な
も
の
と
は
署
え
な

か
っ
た
。
尼
子
氏
の
滅
亡
以
前
に
石
見
の
益
田
・
吉
見
馬
、
繊
雲
の
佐
世
・

宍
道
氏
な
ど
姻
人
的
に
毛
利
氏
の
田
下
に
参
じ
た
も
の
も
い
た
が
、
大
勢
と

し
て
は
ま
だ
混
瀧
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
領
圏
支
配
が
成
立
す
る
の
は
元

亀
～
天
正
年
間
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　
第
1
1
表
か
ら
石
見
の
蔵
入
・
給
領
の
割
合
に
つ
い
て
み
る
と
三
二
・
九
％
、

六
七
・
一
％
と
な
り
、
さ
ら
に
石
見
の
金
記
載
高
に
対
し
て
蔵
入
は
三
二
・

三
％
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
他
の
領
国
に
比
べ
て
毛
利
氏
の
大
名
権
力
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第20表

給人名1知行高i総知行高1系譜

三
族
衆
族
代
様
衆
綴
代
様

国
一
岡
一
閣
外
国
外
国
外

12，502

15，489

15，451

10，372

4，400

1，130

1，032

1，0ee

2，931

1，694

12，5e2

10，468

7，325

1，231

1，222

1，130

1，032

1，00e

　　880

　　870

益圏又兵衛
（毛　利）元　政

吉見次郎兵衛
（吉　罵）元　氏

口羽善九郎
（尼子）叢林

宮　瀬兵衛
周　　獅　領

xx羽十郎兵衛
祖式次郎廟衛門

が
強
く
お
よ
ん
で
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
れ

は
石
見
の
豪
族
が
比
較
的

早
く
か
ら
駅
属
し
て
い
た

た
め
に
思
い
き
っ
た
措
置

を
と
る
こ
と
が
で
き
た
か

ら
に
外
な
ら
な
い
。

　
第
2
0
表
は
石
見
に
お
け

る
有
力
家
臣
一
〇
名
に
つ

い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
吉
見
氏
を
除
い
て
は
大
名
権
力
の
滲
透
を
妨
げ
る
程
の
も
の
は
み
う
け

ら
れ
な
い
。
吉
見
氏
も
周
辺
を
毛
利
氏
の
一
族
お
よ
び
譜
代
家
距
に
取
り
か

こ
ま
れ
、
さ
ら
に
北
辺
か
ら
益
田
氏
に
牽
制
さ
れ
て
孤
立
化
し
て
い
た
。
友

林
は
尼
子
義
久
の
法
体
名
で
、
毛
利
氏
に
服
し
て
の
ち
黒
雲
か
ら
転
出
さ
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宮
氏
は
備
後
の
国
衆
で
石
見
に
転
出
さ
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
周
布
・
祖
式
氏
は
益
田
氏
の
庶
流
で
本
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
る

が
、
対
立
権
力
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
日
男
爵
は
毛
利
氏
の
庶
家

坂
氏
の
分
流
で
早
く
か
ら
毛
利
家
に
吸
収
さ
れ
て
譜
代
化
し
た
有
力
家
臣
で

あ
る
。

　
一
方
、
出
雲
に
対
し
て
も
、
尼
子
馬
の
減
夢
心
に
無
下
元
春
以
下
の
一
族
．

第21表
給入名1知行高1総知行高1系譜

族
衆
様
族
族
衆
様
衆
機
誌
代

一
瞬
外
一
　
一
国
外
国
外
国
譜

29，926

5，497

3，585

3，581

2，232

2，135

1，669

1，518

1，410

1，398

1，281

36，565

25，124

3，585

23，829

13，759

2，331

1，669

1，518

1，410

1，398

2，209

家
続
部
康
清
衛
内
観
門
門
弾

広
元
畏
漿
久
美
謙
飛

　
戸
泉
禾
禾
純
無
地
嗜
七
辺

劃
ハ
瀧
三
韓
有
臨
御

譜
代
を
派
遣
し
て
支
配

下
に
収
め
、
領
國
化
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
1
1
裟
か
ら
出
雲
の

理
合
に
つ
い
て
み
る
と
、

蔵
入
・
給
領
の
割
合
は

一
一
・
二
％
、
八
八
・

八
％
と
な
り
、
さ
ら
に

出
撃
の
全
寵
貫
高
に
対

し
て
蔵
入
は
一
〇
・
四

％
と
な
る
。
石
見
に
比
べ
る
と
蔵
入
地
は
遙
か
に
少
な
い
が
、
こ
れ
は
次
の

第
2
1
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
空
家
に
大
半
の
知
行
を
与
え
た
た
め
で
あ
り
、

毛
利
氏
の
支
配
が
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
2
1

表
記
載
の
も
の
の
う
ち
で
本
領
安
堵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
赤
穴
氏
だ
け
で
あ

る
Q

　
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
田
霊
に
本
拠
を
も
っ
て
い
た
三
沢
・
佐
世
・
宍

道
二
二
刀
翠
霞
な
ど
の
有
力
膿
族
の
殆
ん
ど
が
本
領
を
収
公
さ
れ
て
他
領
に

転
出
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
在
地
性
を
胎
嚢
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
毛
利

氏
が
領
知
権
を
確
立
し
て
家
臨
団
の
配
置
転
換
を
自
由
に
行
な
い
得
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
臣
団
の
統
制
に
強
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天正末期毛利氏の領園支配の進展と象臣団の構成（利岡）

縫
を
発
動
し
得
る
ま
で
に
大
名
権
力
が
成
長
し
強
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
芸
備
防
長
諸
扇
の
統
一
過
程
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
繕
儒
を
示
し
て
い

る
も
の
に
鈍
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
石
見
・
出
雲
に
お
い
て
は
既
に
天
正
年
間
に
は
旧
勢
力
が
一

掃
さ
れ
て
、
毛
利
氏
の
直
属
家
臣
団
の
移
駐
、
三
族
土
嚢
の
強
制
移
動
の
実

施
、
家
臣
へ
の
知
行
の
配
分
、
蔵
入
地
の
設
定
な
ど
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
、

検
地
も
永
禄
一
〇
年
・
天
正
六
年
と
二
圃
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
、
大
名
権

力
が
根
深
く
滲
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

コW
備
申
・
隠
岐
・
地
堺
の
支
配
状
況

〔　
毛
利
氏
が
備
中
の
経
略
を
開
始
し
た
の
は
芸
備
両
国
の
統
一
が
略
々
完
了

し
た
天
文
年
間
の
後
半
か
ら
で
あ
る
。
鮪
中
は
元
亀
三
年
頃
ま
で
は
宇
喜
多

氏
と
の
係
争
地
点
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
支
配
も
充
分
に
行
な
わ
れ
て
お
ら

ず
、
間
接
支
配
の
趣
が
濃
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
元
亀
三
年
に
字
喜
多
氏

が
降
る
に
及
ん
で
そ
の
勢
力
は
備
中
を
越
え
て
備
前
・
美
作
に
ま
で
伸
長
し

て
い
っ
た
。
中
国
役
の
結
果
、
天
正
二
二
年
に
秀
吉
と
の
問
に
領
国
協
定
が

成
立
し
、
備
中
高
梁
川
以
西
、
伯
誓
日
野
・
根
見
・
汗
入
髪
郡
の
領
有
が
確

認
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
九
州
役
の
の
ち
天
正
一
五
年
に
鮪
中
・
伯
誓
の
各
半

国
と
備
後
・
伊
予
の
三
国
を
毛
利
・
小
早
川
氏
か
ら
収
め
て
新
た
に
豊
前
・

筑
前
・
筑
後
・
肥
後
の
四
国
を
与
え
て
九
州
の
取
次
を
任
せ
よ
う
と
す
る
動

第22表
給人名i知行高1総知行高1系譜

衆
様
三
二
衆
族
代
代
衆
衆
衆

国
外
園
圏
醐
一
手
譜
照
国
岡

25，124

6，592

6，e71

7，141

3，451

23，829

4，400

2，931

1，56e

1，445

1，439

10，258

6，212

6，071

5，946

3，451

3，022

2，992

1，625

1，560

1，445

1，439

宍戸元続
椙杜孫兵衛
浅口少輔九郎
天野五郎右衛門

成村紀伊守
（元　利）元　康

口羽善九郎
口羽十郎兵衛

石賀孫兵衛
赤木内蔵人
傍達三左衛門

定
で
あ
っ
た
の
は
轟
然
の
こ
と
と
需
え
よ
う
。

五
・
三
％
で
一
族
・
譜
代
の
知
行
地
を
合
せ
て
も
半
分
に
達
し
な
か
っ
た
の

は
右
の
よ
う
な
事
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
第
2
2
表
は
備
中
に
知
行
地
を
も
つ
有
力
家
臣
一
一
名
に
つ
い
て
示
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
他
の
領
国
に
比
べ
て
の
・
著
し
い
特
徴
は
、
備
中
に
本
拠
を
も

つ
嶽
族
が
浅
口
・
成
村
・
石
賀
・
赤
木
・
伊
達
の
五
人
も
占
め
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
衆
に
鰐
し
て
、
宍
戸
・
椙
杜
・
両
口
羽
薦
や
一
族
の

元
康
に
知
行
地
を
配
賦
し
て
そ
の
牽
制
に
あ
て
て
い
る
が
、
ど
れ
だ
け
の
効

果
を
も
っ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
表
に
掲
げ
た
者
の
外
に
も
備

中
土
着
の
士
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
数
み
ら
れ
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
者
の
殆

　
き
が
起
る
が
実
現
に
至

　
　
③

　
ら
ず
、
一
九
年
の
秀
吉

　
言
論
状
を
も
っ
て
最
終

　
的
に
領
国
の
菓
端
が
決

　
謝
す
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
清
勢
の

　
中
で
確
定
し
た
領
国
で

　
あ
る
か
ら
、
そ
の
支
配

　
が
芸
備
・
防
畏
・
石
弓

　
の
諸
国
に
比
べ
て
不
安

蔵
入
地
の
占
め
る
割
合
が
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ん
ど
が
慶
長
五
年
の
防
長
移
封
に
随
従
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
て
も
、
恐

ら
く
領
国
一
円
に
わ
た
る
支
配
は
貫
憎
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
隠
岐
・
伯
書
の
県
体
的
な
支
配
状
況
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

隠
妓
が
審
川
広
家
の
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
吉
川
氏
の
支
配
下
に

あ
り
、
出
雲
の
中
に
知
行
高
が
加
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
伯
嘗
に
つ
い
て
は
「
分
限
帳
」
に
蔵
入
地
三
万
六
六
六
〇
石
の
記

載
が
あ
る
だ
け
で
、
給
領
地
そ
の
他
に
つ
い
て
の
詑
載
は
全
く
み
ら
れ
な
い

の
で
聴
唖
的
な
こ
と
は
分
ら
な
い
が
、
前
述
の
領
国
確
定
交
渉
を
通
じ
て
伯

脅
の
領
有
地
が
日
野
・
根
回
・
汗
単
三
郡
に
縮
少
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
上

表
に
備
え
て
知
行
地
を
収
冠
し
て
公
領
化
し
て
い
き
、
一
時
酌
に
全
領
蔵
入

地
と
な
っ
て
代
官
支
配
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ

　
⑤

ろ
う
。

　
以
上
の
㎝
，
分
限
帳
」
の
分
析
を
通
じ
て
、
毛
利
氏
の
家
照
団
の
構
成
・
浴

用
と
領
国
支
配
の
進
展
状
況
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

毛
利
氏
の
領
国
支
配
が
複
雑
性
を
帯
び
、
領
主
権
の
滲
透
度
も
地
域
に
よ
っ

て
強
弱
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
大
名
領

国
は
形
成
さ
．
れ
乍
ら
も
な
お
一
本
化
し
な
い
と
こ
ろ
に
戦
国
か
ら
近
世
へ
の

過
渡
期
の
特
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
毛
利
家
文
書
九
五
七
。

②
　
例
え
ば
山
雲
の
霞
御
騎
社
は
毛
利
・
尼
子
攻
防
戦
の
中
で
尼
子
氏
に
通
じ
た
た

　
め
、
尼
子
氏
の
滅
亡
後
は
寺
領
の
大
半
を
没
収
さ
れ
て
従
来
の
照
二
三
〇
余
石
か

　
ら
四
八
二
石
に
ま
で
減
少
し
た
（
『
島
根
県
史
』
八
）
。

③
藏
利
家
文
書
九
五
五
。

④
毛
利
家
文
書
九
五
七
。
吉
用
家
文
書
；
西
四
。

⑤
例
え
ば
天
正
一
四
年
段
階
で
は
吉
川
氏
関
係
の
知
行
地
が
娼
雲
と
共
に
広
汎
に

　
み
ら
れ
る
が
、
（
三
唱
微
古
館
蔵
「
藩
中
諸
家
古
文
幾
棊
」
、
　
「
御
感
状
写
」
）
、
「
分

　
限
帳
」
に
蔵
入
以
外
の
記
載
が
全
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
一
時
的
に
公
領
化
し
て

　
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
秀
吉
の
朱
印
知
行
屋
録
で
は
「
伯
番

　
国
三
郡
有
次
第
」
広
家
知
行
分
と
し
て
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
広
家
が
現
実
に

　
知
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
　
一
時
的
に
収
属
し
て
い
た
も
の
を

　
広
路
に
還
村
す
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
の
と
こ

　
ろ
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
そ
の
後
慶
長
五
年
の
移
封
時
に
広
家
が
再
び
所
有
し
て

　
い
た
こ
と
か
ら
み
て
、
　
「
分
限
帳
」
記
載
の
蔵
入
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
の

　
ち
に
再
び
広
家
に
還
付
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肉
口
偽
文
欝
館
）

（
附
記
）

　
　
典
拠
史
料
の
う
ち
刊
本
を
除
い
て
特
に
断
ら
な
か
っ
た
も
の
は
、
全
て
由
q
累

　
文
書
堪
忍
蔵
の
毛
利
家
文
庫
お
よ
び
三
獅
伝
収
集
史
料
に
よ
っ
た
。
小
稿
は
一
九

　
六
〇
年
に
成
稿
し
た
も
の
に
一
部
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
原
稿
の
作
成
に

　
際
し
て
友
人
若
林
正
純
君
の
協
力
を
頂
い
た
。
六
年
の
歳
月
の
流
れ
の
聞
に
氏
は

　
若
く
し
て
世
を
表
つ
た
。
氏
の
霊
前
に
感
謝
の
念
を
捧
げ
る
と
共
に
怠
惰
を
心
か

　
ら
お
詫
び
し
た
い
。
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fishing　villages　for　about　ten　years　from　the　second　fishery　census

（1954）　to　the　thlrd　fiskery　census　（1963），　following　the　examples　of

the　Mie　三重　prefecture　and　the　Sanrilezt　三陸　district，　through　the

statistical　dlsposal　of　its　trend　of　specialization　and　industrialization．

Development　of　Rule　by　the　M∂ri毛利Clan　and

　　　　the　Construction　of　the　Retainers　Group

　　　　　　　　　　　at　the　End　of　Tensha天正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　TsuReaki　Toshioka

　　This　article　explains　the　realities　of　tlie　developing　process　of　the

M∂三毛5FIJ　clan’s　rule　and　the　construcdon　and　apPlication　of　the　reta－

ineごs’group，　through　the　analys圭s　of“Hakfealeohtt－onjidai－bugencho”八

箇国御時代分限帳．Direction　of　establishme撹of　dai・mツδ大名（feudaI

lord）　lordship　was　certainly　forthe　unification　of　the　territory，　excluding

the　various　medlaeval　powers　in　the　territory；　to　exPlain　this　fact，　it

should　be　examined　that　the　form　of　upper　vassals’　feud　with　strong

residentiary　changed　from　Ando安堵feud　to、4tegai宛行feud，　from

the　dispersive　Irileumi入組government　by　new　Onkyttchi．，慰給知to

transitional　negatioi3　of　its　privilege．　ln　this　transition　the　residentiary

of　the　former　lords　was　denled　and　daimyo’s大名　lordship　penetrated

into　the　whole　territory；and　the　trend　of　the　Mori’s毛利unification

proceeded　to　Akii安芸一Bingo備後，　Su6周二一Nagato長門，　Iwami石見

一leztmo出雲，　Olei隠岐，　H∂lei伯養，　and　Biccht：e備中．　As　a　result　of

S6koleu－leenchi惣国検地which　was　ell麦orced　over£he　whole　territory

、after　Tensho　16，　eight　countfies　w圭th　1，120，000々。勧石of　the　clan　were

Authorized　by　the　Toツotomi豊：臣：and　at　last　the　boundary　of　its　territory

’wwas　established．
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